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３３ 都都市市計計画画のの内内容容

((11)) 都都市市計計画画区区域域のの整整備備、、開開発発及及びび保保全全のの方方針針（（都都市市計計画画区区域域ママススタターーププラランン））

都市計画は、都市計画区域を一体の都市として総合的に整備、開発及び保全することを目的とし

て、必要なものを一体的、総合的に定めるものです。このため、都市計画区域ごとに都市計画区域

の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）を定めることにより、その方針をあ

らかじめ明示し、それに即して個別の具体的な都市計画を定める体系となっています（第３章第１

節２ 37 ページ参照）。

都市計画区域マスタープランでは、①区域区分の決定の有無及び区域区分を定めるときはその方

針を定めるものとし、②都市計画の目標、③土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関す

る主要な都市計画の方針を定めるよう努める、とされています。

((22)) 区区域域区区分分

区域区分とは、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図る必要があ

る場合に、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることです。市街化区域は、既

に市街地を形成している区域及び優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。市街化調整区域

は、市街化を抑制すべき区域です。

区域区分は、都道府県が都市計画区域ごとにその必要性を判断して必要な場合に定めることがで

きますが、三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯などの都市計画区域については必ず定めること

とされています（第３章第１節２(2)39 ページ参照）。

((33)) 都都市市再再開開発発方方針針等等

都市再開発方針等には、①都市再開発の方針、②住宅市街地の開発整備の方針、③拠点業務市街

地の開発整備の方針及び④防災街区整備方針があり、それぞれの目的に応じて定めることができま

す。これらの方針が定められた場合には、個別の都市計画によりその実現を図ることとなります

（第３章第１節２(3)39 ページ参照）。

((44)) 地地域域地地区区

地域地区は、都市における土地利用の全体像を示すものであり、土地を住居地域、商業地域、工

業地域など機能的に異なる地域・地区に分化し、建築物の用途、構造等を規制することにより、建

築行為を誘導して土地の合理的な利用を図るための制度です（第３章第１節２(4)39 ページ参照）。

((55)) 促促進進区区域域

促進区域は、地域地区等に関する都市計画が、その目的に応じて建築物の建築や工作物の建設等

を規制し、より良好な土地利用を実現しようとするものであるのに対し、主として土地所有者等に
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第第２２節節  都都市市計計画画法法  

都市計画法は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活

動の確保並びにこのための適正な制限の下に土地の合理的な利用を図るべきことを基本理念として昭

和 43 年６月に公布され、昭和 44 年６月に施行されました。この法律は、都市の健全な発展と秩序

ある整備を図ることにより、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的としてい

ます。 

また、都市計画の内容、決定の手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事

項を定めるとともに、国及び地方公共団体に都市の整備、開発その他都市計画の適正な遂行に関する

責任を課し、併せて都市の住民にも、良好な都市環境の形成に努めることを求めています。 

その概要は、次のとおりです。 

１１  都都市市計計画画区区域域  

都市計画区域は都市計画を策定する場であり、地域的単位です。原則としてこの都市計画区域内の

土地について都市計画が定められ、それに基づいて土地利用の規制、都市施設の整備、市街地開発事

業等が実施されます。 

都市計画区域は、市又は一定の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、一体の都市として総合

的に整備し、開発し、保全する必要がある区域と、新たに居住都市、工業都市その他の都市として開

発する等の必要がある区域に指定されます。 

区域指定は、原則として都道府県が、あらかじめ関係区市町村及び都市計画審議会の意見を聴き、

国土交通大臣の同意を得て指定します（第３章第１節１ 37 ページ参照）。 

２２  準準都都市市計計画画区区域域  

都市計画区域外の区域において、高速道路のインター周辺等を中心にした大規模な開発など、いわ

ゆる都市的な土地利用に対応するために、土地利用の整序に必要な都市計画を定めることを目的とし

て指定する区域です。 

準都市計画区域では、土地利用の整序に必要な用途地域等を定めることができますが、都市として

の積極的な整備を進めるべき都市計画区域とは異なるため、都市施設や市街地開発事業に関する都市

計画を定めることはできません。 

また、開発許可制度や建築確認制度については、基本的に都市計画区域内と同様に適用されます。 
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３３  都都市市計計画画のの内内容容  

((11))  都都市市計計画画区区域域のの整整備備、、開開発発及及びび保保全全のの方方針針（（都都市市計計画画区区域域ママススタターーププラランン））  

都市計画は、都市計画区域を一体の都市として総合的に整備、開発及び保全することを目的とし

て、必要なものを一体的、総合的に定めるものです。このため、都市計画区域ごとに都市計画区域

の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）を定めることにより、その方針をあ

らかじめ明示し、それに即して個別の具体的な都市計画を定める体系となっています（第３章第１

節２ 37 ページ参照）。 

都市計画区域マスタープランでは、①区域区分の決定の有無及び区域区分を定めるときはその方

針を定めるものとし、②都市計画の目標、③土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関す

る主要な都市計画の方針を定めるよう努める、とされています。 

 

((22))  区区域域区区分分  

区域区分とは、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図る必要があ

る場合に、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることです。市街化区域は、既

に市街地を形成している区域及び優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。市街化調整区域

は、市街化を抑制すべき区域です。 

区域区分は、都道府県が都市計画区域ごとにその必要性を判断して必要な場合に定めることがで

きますが、三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯などの都市計画区域については必ず定めること

とされています（第３章第１節２(2)39 ページ参照）。 

 

((33))  都都市市再再開開発発方方針針等等  

都市再開発方針等には、①都市再開発の方針、②住宅市街地の開発整備の方針、③拠点業務市街

地の開発整備の方針及び④防災街区整備方針があり、それぞれの目的に応じて定めることができま

す。これらの方針が定められた場合には、個別の都市計画によりその実現を図ることとなります

（第３章第１節２(3)39 ページ参照）。 

 

((44))  地地域域地地区区  

地域地区は、都市における土地利用の全体像を示すものであり、土地を住居地域、商業地域、工

業地域など機能的に異なる地域・地区に分化し、建築物の用途、構造等を規制することにより、建

築行為を誘導して土地の合理的な利用を図るための制度です（第３章第１節２(4)39 ページ参照）。 

 

((55))  促促進進区区域域  

促進区域は、地域地区等に関する都市計画が、その目的に応じて建築物の建築や工作物の建設等

を規制し、より良好な土地利用を実現しようとするものであるのに対し、主として土地所有者等に
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第第２２節節  都都市市計計画画法法  

都市計画法は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活

動の確保並びにこのための適正な制限の下に土地の合理的な利用を図るべきことを基本理念として昭

和 43 年６月に公布され、昭和 44 年６月に施行されました。この法律は、都市の健全な発展と秩序

ある整備を図ることにより、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的としてい

ます。 

また、都市計画の内容、決定の手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事

項を定めるとともに、国及び地方公共団体に都市の整備、開発その他都市計画の適正な遂行に関する

責任を課し、併せて都市の住民にも、良好な都市環境の形成に努めることを求めています。 

その概要は、次のとおりです。 

 

１１  都都市市計計画画区区域域  

都市計画区域は都市計画を策定する場であり、地域的単位です。原則としてこの都市計画区域内の

土地について都市計画が定められ、それに基づいて土地利用の規制、都市施設の整備、市街地開発事

業等が実施されます。 

都市計画区域は、市又は一定の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、一体の都市として総合

的に整備し、開発し、保全する必要がある区域と、新たに居住都市、工業都市その他の都市として開

発する等の必要がある区域に指定されます。 

区域指定は、原則として都道府県が、あらかじめ関係区市町村及び都市計画審議会の意見を聴き、

国土交通大臣の同意を得て指定します（第３章第１節１ 37 ページ参照）。 

 

２２  準準都都市市計計画画区区域域  

都市計画区域外の区域において、高速道路のインター周辺等を中心にした大規模な開発など、いわ

ゆる都市的な土地利用に対応するために、土地利用の整序に必要な都市計画を定めることを目的とし

て指定する区域です。 

準都市計画区域では、土地利用の整序に必要な用途地域等を定めることができますが、都市として

の積極的な整備を進めるべき都市計画区域とは異なるため、都市施設や市街地開発事業に関する都市

計画を定めることはできません。 

また、開発許可制度や建築確認制度については、基本的に都市計画区域内と同様に適用されます。 
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予定区域及び⑥流通業務団地の予定区域の６種類があります。 

 

((1111))  地地区区計計画画等等  

地地区区計計画画は、建築物の形態、公共施設その他の施設の配置等から見て、一体としてそれぞれの

区域の特性にふさわしい様態を備えた良好な環境の各街区を整備し、保全する計画です。 

なお、平成 14 年７月の都市計画法一部改正により、従来の住宅地高度利用地区計画及び再開発

地区計画は、地区計画に統合されました（平成 15 年１月施行）。 

沿沿道道地地区区計計画画は、沿道整備道路に接続する土地の区域で、道路交通騒音により生ずる障害の防止

と適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、一体的かつ総合的に市街地を整備する計画です。 

防防災災街街区区整整備備地地区区計計画画は、道路や公園等の公共施設が不足し、火事や地震時に延焼防止上及び

避難上、支障を来している密集市街地の区域内において、公共施設の整備や建築物の防火上の構造

制限等により各街区の防火性の向上を促進し、一体的かつ総合的に整備された防災街区に誘導する

計画です。 

集集落落地地区区計計画画は、集落や周辺の農地等の市街化が進み、農地転用による農業生産機能の低下及

び無秩序な開発による居住環境の悪化が生じている状況に対応して、良好な営農条件と居住環境の

調和のとれた整備を推進する計画です。 

歴歴史史的的風風致致維維持持向向上上地地区区計計画画は、地域における固有の歴史や伝統を反映した人々の活動が行わ

れ、かつ歴史的な価値の高い建造物がある市街地で、用途地域による制限にかかわらず、歴史的風

致にふさわしい用途として歴史的建造物を利活用することにより、その地域の歴史や伝統文化を大

切にするまちづくりを行うための計画です。 

４４  都都市市計計画画制制限限  

将来の都市計画事業の円滑な施行を確保するために、道路、公園等全ての都市計画施設の区域又は市

街地開発事業の施行区域内では、建築物の建築は原則として制限されますが、移転又は除却が容易な木

造、鉄骨造、コンクリートブロック造などの建築物で２階以下のもの、地下室のないもの等は、例外と

して建築が許可される場合があります。ただし、都市計画施設の区域内でも特に指定された区域又は土

地区画整理事業と新都市基盤整備事業を除く市街地開発事業の施行区域内（これを事業予定地内といい

ます。）では、上記の要件に合致していても建築物の建築が制限されます。そのため、土地の所有者は、

建築物の建築が許可されないときはその土地の利用に著しい支障を来すことを理由として、当該土地の

買取りを、知事又は事業を施行しようとするものに対して申し出ることができます。 

なお、都市計画施設及び市街地再開発事業について都市計画事業の認可又は承認がなされたときは、

制限が強化され、都市計画事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更、建築物の建築、

工作物の建設等に制限が課せられます。 
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一定の土地利用を実現することを義務付け、その土地にふさわしく積極的に利用しなければならな

いとする制度で、①市街地再開発促進区域、②土地区画整理促進区域、③住宅街区整備促進区域及

び④拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域の４種類があります。 

 

((66))  遊遊休休土土地地転転換換利利用用促促進進地地区区  

市街化区域内の低・未利用の状態にある土地について、効果的に土地利用転換を図り、有効かつ

適切な利用に供されることを促進し、周辺地域と一体となった良好な市街地形成と都市機能の増進

を図ることを目的とした制度で、平成２年６月の都市計画法の一部改正により創設されました。 

 

((77))  被被災災市市街街地地復復興興推推進進地地域域  

平成７年１月の「阪神・淡路大震災（兵庫県南部地震）」の被災市街地の本格的復興を図り、ま

た今後大規模な災害が発生した場合にも即時に対応できるよう、平成７年２月に「被災市街地復興

特別措置法」が制定されました。これに伴い、都市計画として被災市街地復興推進地域が創設され、

推進地域内においては復興のための土地区画整理事業の拡充等が図られました。 

 

((88))  都都市市施施設設  

都市施設は、道路、都市高速鉄道、公園、下水道等都市における市民の生活、産業の活動などに

当たって必要不可欠の基本的な施設であり、また、都市の発展と秩序ある整備を目標として定めら

れる都市計画であり、都市の骨格を形作るものです（第３章第２節 50 ページ参照）。 

 

((99))  市市街街地地開開発発事事業業  

都市施設の整備は、点又は線的な整備にとどまっている都市計画であるのに対し、市街地開発事

業は、面的な開発整備の方法によって良好な市街地を積極的に造成していくための都市計画です。

市街地開発事業には、①市街地再開発事業（第３章第３節２ 71 ページ参照）、②土地区画整理事

業（第３章第３節３ 75 ページ参照）、③新住宅市街地開発事業（第３章第３節９ 84 ページ参

照）、④工業団地造成事業、⑤新都市基盤整備事業、⑥住宅街区整備事業及び⑦防災街区整備事業

（第３章第３節 10 89 ページ参照）の７種類があります。 

 

((1100))  市市街街地地開開発発事事業業等等予予定定区区域域  

面的開発事業については、公共施設等の配置、宅地の利用計画等詳細計画が定まらなければ都

市計画決定ができないため、それまでの間の乱開発や投機的土地取引の進行を防止できないことが

あります。このため、事業の種類、名称、施行予定者、区域等の基本的事項が明らかになった段階

で、予定区域として定める都市計画が、市街地開発事業等予定区域です。市街地開発事業等予定区

域には、①新住宅市街地開発事業の予定区域、②工業団地造成事業の予定区域、③新都市基盤整備

事業の予定区域、④区域面積 20ha 以上の一団地の住宅施設の予定区域、⑤一団地の官公庁施設の
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予定区域及び⑥流通業務団地の予定区域の６種類があります。 

 

((1111))  地地区区計計画画等等  

地地区区計計画画は、建築物の形態、公共施設その他の施設の配置等から見て、一体としてそれぞれの

区域の特性にふさわしい様態を備えた良好な環境の各街区を整備し、保全する計画です。 

なお、平成 14 年７月の都市計画法一部改正により、従来の住宅地高度利用地区計画及び再開発

地区計画は、地区計画に統合されました（平成 15 年１月施行）。 

沿沿道道地地区区計計画画は、沿道整備道路に接続する土地の区域で、道路交通騒音により生ずる障害の防止

と適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、一体的かつ総合的に市街地を整備する計画です。 

防防災災街街区区整整備備地地区区計計画画は、道路や公園等の公共施設が不足し、火事や地震時に延焼防止上及び

避難上、支障を来している密集市街地の区域内において、公共施設の整備や建築物の防火上の構造

制限等により各街区の防火性の向上を促進し、一体的かつ総合的に整備された防災街区に誘導する

計画です。 

集集落落地地区区計計画画は、集落や周辺の農地等の市街化が進み、農地転用による農業生産機能の低下及

び無秩序な開発による居住環境の悪化が生じている状況に対応して、良好な営農条件と居住環境の

調和のとれた整備を推進する計画です。 

歴歴史史的的風風致致維維持持向向上上地地区区計計画画は、地域における固有の歴史や伝統を反映した人々の活動が行わ

れ、かつ歴史的な価値の高い建造物がある市街地で、用途地域による制限にかかわらず、歴史的風

致にふさわしい用途として歴史的建造物を利活用することにより、その地域の歴史や伝統文化を大

切にするまちづくりを行うための計画です。 

４４  都都市市計計画画制制限限  

将来の都市計画事業の円滑な施行を確保するために、道路、公園等全ての都市計画施設の区域又は市

街地開発事業の施行区域内では、建築物の建築は原則として制限されますが、移転又は除却が容易な木

造、鉄骨造、コンクリートブロック造などの建築物で２階以下のもの、地下室のないもの等は、例外と

して建築が許可される場合があります。ただし、都市計画施設の区域内でも特に指定された区域又は土

地区画整理事業と新都市基盤整備事業を除く市街地開発事業の施行区域内（これを事業予定地内といい

ます。）では、上記の要件に合致していても建築物の建築が制限されます。そのため、土地の所有者は、

建築物の建築が許可されないときはその土地の利用に著しい支障を来すことを理由として、当該土地の

買取りを、知事又は事業を施行しようとするものに対して申し出ることができます。 

なお、都市計画施設及び市街地再開発事業について都市計画事業の認可又は承認がなされたときは、

制限が強化され、都市計画事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更、建築物の建築、

工作物の建設等に制限が課せられます。 
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一定の土地利用を実現することを義務付け、その土地にふさわしく積極的に利用しなければならな

いとする制度で、①市街地再開発促進区域、②土地区画整理促進区域、③住宅街区整備促進区域及

び④拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域の４種類があります。 

 

((66))  遊遊休休土土地地転転換換利利用用促促進進地地区区  

市街化区域内の低・未利用の状態にある土地について、効果的に土地利用転換を図り、有効かつ

適切な利用に供されることを促進し、周辺地域と一体となった良好な市街地形成と都市機能の増進

を図ることを目的とした制度で、平成２年６月の都市計画法の一部改正により創設されました。 

 

((77))  被被災災市市街街地地復復興興推推進進地地域域  

平成７年１月の「阪神・淡路大震災（兵庫県南部地震）」の被災市街地の本格的復興を図り、ま

た今後大規模な災害が発生した場合にも即時に対応できるよう、平成７年２月に「被災市街地復興

特別措置法」が制定されました。これに伴い、都市計画として被災市街地復興推進地域が創設され、

推進地域内においては復興のための土地区画整理事業の拡充等が図られました。 

 

((88))  都都市市施施設設  

都市施設は、道路、都市高速鉄道、公園、下水道等都市における市民の生活、産業の活動などに

当たって必要不可欠の基本的な施設であり、また、都市の発展と秩序ある整備を目標として定めら

れる都市計画であり、都市の骨格を形作るものです（第３章第２節 50 ページ参照）。 

 

((99))  市市街街地地開開発発事事業業  

都市施設の整備は、点又は線的な整備にとどまっている都市計画であるのに対し、市街地開発事

業は、面的な開発整備の方法によって良好な市街地を積極的に造成していくための都市計画です。

市街地開発事業には、①市街地再開発事業（第３章第３節２ 71 ページ参照）、②土地区画整理事

業（第３章第３節３ 75 ページ参照）、③新住宅市街地開発事業（第３章第３節９ 84 ページ参

照）、④工業団地造成事業、⑤新都市基盤整備事業、⑥住宅街区整備事業及び⑦防災街区整備事業

（第３章第３節 10 89 ページ参照）の７種類があります。 

 

((1100))  市市街街地地開開発発事事業業等等予予定定区区域域  

面的開発事業については、公共施設等の配置、宅地の利用計画等詳細計画が定まらなければ都

市計画決定ができないため、それまでの間の乱開発や投機的土地取引の進行を防止できないことが

あります。このため、事業の種類、名称、施行予定者、区域等の基本的事項が明らかになった段階

で、予定区域として定める都市計画が、市街地開発事業等予定区域です。市街地開発事業等予定区

域には、①新住宅市街地開発事業の予定区域、②工業団地造成事業の予定区域、③新都市基盤整備

事業の予定区域、④区域面積 20ha 以上の一団地の住宅施設の予定区域、⑤一団地の官公庁施設の
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５５  開開発発許許可可制制度度  

この制度は、都市計画区域外を含めた全ての区域において、一定規模を超える開発行為（主として

建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更）を許可制とする

ことにより、公共施設の整備を義務付け、スプロール化を防止し、かつ、機能的な都市環境を確保し

ようとするものです。特に、市街化調整区域内においては、無秩序な市街化を防止するため、開発行

為、建築行為等を原則として禁止し、一定の要件に該当するものについてだけ例外的に許可すること

にしています。 

 

６６  都都市市計計画画事事業業  

都市計画事業は、原則として都道府県知事の認可を受けて市町村が施行し、市町村が施行すること

が困難又は不適当なものは国土交通大臣の認可を受けて都道府県が、国の利害に重大な関係を有する

ものは国土交通大臣の承認を受けて国の機関が、それぞれ施行するものとされています。その他の者

は、都道府県知事の認可を受けて都市計画事業を施行することができます。 

また、都市計画事業（土地区画整理事業、第一種市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街

区整備事業を除く。）は、土地収用法に掲げる土地を収用し得る事業に該当するものとみなされ、土

地収用法が適用されます。 

 

７７  都都市市計計画画のの決決定定手手続続  

広域的観点から定めるべきもの、根幹的な都市施設等に関する都市計画は、都道府県が、関係市町

村の意見を聴き、都道府県都市計画審議会の議を経て、更に一定の場合には国土交通大臣の同意を得

て決定し、その他のものは、市町村が都市計画審議会の議を経るとともに、都道府県知事と協議を行

って決定します（第２－６表参照）。 

都市計画は、地域住民に極めて密着しているので、住民の意向を十分反映させ納得のいく都市計画

を策定する必要があります。このため、都市計画を立案しようとする場合で、必要があると認めると

きは、住民の意見を反映させるために地元説明会、公聴会等を開催します。さらに、計画案が固まる

と、都市計画の案を公告し、２週間公衆の縦覧に供します。この期間中に、関係市町村の住民及び利

害関係人は、意見書を提出することができます。この意見書の要旨は、計画案審議の参考資料として

都市計画審議会に提出されることになっています（第２－７図、第２－８図参照）。 

なお、平成 14 年７月の都市計画法一部改正（平成 15 年１月施行）により、住民等によるまちづ

くりの取組を都市計画に反映させる制度として、都市計画の提案制度が創設されました。 
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５５  開開発発許許可可制制度度  
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は、都道府県知事の認可を受けて都市計画事業を施行することができます。 

また、都市計画事業（土地区画整理事業、第一種市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街

区整備事業を除く。）は、土地収用法に掲げる土地を収用し得る事業に該当するものとみなされ、土

地収用法が適用されます。 

 

７７  都都市市計計画画のの決決定定手手続続  

広域的観点から定めるべきもの、根幹的な都市施設等に関する都市計画は、都道府県が、関係市町

村の意見を聴き、都道府県都市計画審議会の議を経て、更に一定の場合には国土交通大臣の同意を得

て決定し、その他のものは、市町村が都市計画審議会の議を経るとともに、都道府県知事と協議を行

って決定します（第２－６表参照）。 

都市計画は、地域住民に極めて密着しているので、住民の意向を十分反映させ納得のいく都市計画

を策定する必要があります。このため、都市計画を立案しようとする場合で、必要があると認めると

きは、住民の意見を反映させるために地元説明会、公聴会等を開催します。さらに、計画案が固まる

と、都市計画の案を公告し、２週間公衆の縦覧に供します。この期間中に、関係市町村の住民及び利
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くりの取組を都市計画に反映させる制度として、都市計画の提案制度が創設されました。 
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第第２２－－６６表表  都都市市計計画画決決定定一一覧覧表表 

都市計画の種類 

東京都決定 区市町村決定 

◎は大臣同意を要す。 （知事協議） 

区部･多摩部 島しょ部  
区部のみ 

都決定 
島しょ部 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 ◎ ◎    

区域区分（市街化区域・市街化調整区域） ◎ ◎    

発
方
針
等 

都
市
再
開 

都市再開発の方針 ○ ○    

住宅市街地の開発整備の方針 ○ ○    

拠 点 業 務 市 街 地 の 開 発 整 備 の 方 針 ○ ○    

防災街区整備方針 ○ ○    

地 
 

域 
 

地 
 

区 

用 途 地 域   ○ ○ ○ 

特 別 用 途 地 区   ○  ○ 

特定用途制限地域   ○  ○ 

特例容積率適用地区   ○ ○ ○ 

高層住居誘導地区   ○ ○ ○ 

高度地区・高度利用地区   ○  ○ 

特 定 街 区   ○ ○(1ha 超) ○ 

都市再生特別地区 ◎ ◎    

居住調整地域   ○ ○ ○ 

特定用途誘導地区   ○ ○ ○ 

居住環境向上用途誘導地区   ○ ○ ○ 

防火地域・準防火地域   ○  ○ 

特定防災街区整備地区   ○  ○ 

景 観 地 区   ○  ○ 

風 致 地 区 ○(10ha以上で２以上の区市町村の区域にわたるもの) ○  ○ 

駐車場整備地区   ○  ○ 

臨 港 地 区 
◎国際戦略港湾又は国際拠点港湾 ○重要 

港湾以外 
 

○重要 

港湾以外 ○重要港湾 

歴史的風土特別保存地区 ◎ ◎    

第 一種 ・第ニ 種歴 史的風 土保 存地区 ◎ ◎    

緑地保全地域 ○(２以上の区市町村の区域にわたるもの) ○  ○ 

特別緑地保全地区 ○(10ha以上で２以上の区市町村の区域にわたるもの) ○  ○ 

緑化地域   ○  ○ 

（近郊緑地特別保全地区） (◎)     

流通業務地区 ○ ○    

生産緑地地区   ○  ○ 

伝統的建造物群保存地区   ○  ○ 

航空機騒音障害防止地区 ○ ○    

航空機騒音障害防止特別地区 ○ ○    

促
進
区
域 

市街地再開発促進区域   ○  ○ 

土地区画整理促進区域   ○  ○ 

住宅街区整備促進区域   ○  ○ 

拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域   ○  ○ 

遊休土地転換利用促進地区   ○  ○ 

被災市街地復興推進地域   ○  ○ 

都 
 

市 
 

施 
 

設 

道 路 

高速自動車国道・一般国道 ◎ ◎    

都 道 府 県 道 ○ ○    

区市町村道・その他   ○  ○ 

自動車 
専用道路 

首都高速道路 ◎ ◎    

上記以外 ○ ○    
都市高速鉄道 ◎ ◎    

軌道(都市高速鉄道に該当するものを除く。)   ○  ○ 

駐  車  場   ○  ○ 

自動車 
ターミナル 

一般自動車ターミナル   ○  ○ 

その他の自動車ターミナル   ○  ○ 

空 港 

空港法第 4条第 1項第 2号空港 ◎ ◎    

空港法第 5条第 1項地方管理空港 ○ ○    

上記以外の空港   ○  ○ 
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都市計画の種類 

東京都決定 区市町村決定 

◎は大臣同意を要す。 （知事協議） 

区部・多摩部 島しょ部  
区部のみ 

都決定 
島しょ部 

都 
 

市 
 

施 
 

設 

公園 
緑地 

10ha 以 上 で 国 が 設 置  ◎ ◎    
10ha 以上で都道府県が設置 ○ ○    

上記以外   ○  ○ 
広場 
墓園 

10ha以上で国又は都道府県が設置 ○ ○    

上記以外   ○  ○ 
その他の公共空地（運動場等）   ○  ○ 

水 道 
水道用水供給事業用 ○ ○    

上記以外   ○ ○ ○ 
電気・ガス供給施設   ○ ○ ○ 

下水道 
流域下水道 ○     
公共下水道 ○（２以上の区市町村の区域にわたるもの） ○ ○ ○ 

汚物処理場・ごみ焼却場・ごみ処理場   ○  ○ 
産業廃棄物処理施設 ○ ○    

上記以外の供給施設・処理施設   ○  ○ 

河川 
1 級河川 ◎ ◎    

２級河川・運河 ○ ○    
準用河川・水路   ○  ○ 

大学・高等専門学校   ○  ○ 
上記以外の学校   ○  ○ 

図書館・研究施設・教育文化施設   ○  ○ 
病院・保育所・医療施設・社会福祉施設   ○  ○ 

市場・と畜場   ○ ○ ○ 
火葬場   ○  ○ 

一団地の住宅施設   ○  ○ 

一団地の官公庁施設 ◎ ◎    
流通業務団地 ○ ○    

一団地の津波防災拠点市街地形成施設   ○  ○ 

一団地の復興拠点市街地形成施設   ○  ○ 
電気通信施設   ○  ○ 

防 風 ・防火 ・防 水 ・防雪 ・ 防砂施設   ○  ○ 
防潮施設   ○  ○ 

市
街
地
開
発
事
業 

土地区画整理事業 ○（面積が50ha超で国の機関又は都道府県施行) ○  ○ 
新住宅市街地開発事業 ○ ○    

工業団地造成事業 ○ ○    
市街地再開発事業 ○（面積が３ha 超で国の機関又は都道府県施行) ○  ○ 

新都市基盤整備事業 ○ ○    
住宅街区整備事業 ○（面積が20ha超で国の機関又は都道府県施行) ○  ○ 
防災街区整備事業 ○（面積が３ha 超で国の機関又は都道府県施行) ○  ○ 

等
予
定
区
域 

市
街
地
開
発
事
業 

新住宅市街地開発事業の予定区域 ○ ○    
工業団地造成事業の予定区域 ○ ○    

新都市基盤整備事業の予定区域 ○ ○    
区域面積 20ha 以上の 

一団地の住宅施設の予定区域 
  ○  ○ 

一団地の官公庁施設の予定区域 ◎ ◎    

流通業務団地の予定区域 ○ ○    

地
区
計
画
等 

地 区 計 画 
（再開発等促進区を定めるもの） 
（開発整備促進区を定めるもの） 

  
○ 
○ 
○ 

○(3ha超) 
○ 
○ 
○ 

防災街区整備地区計画   ○  ○ 
沿道地区計画 

（沿道再開発等促進区を定めるもの） 
  

○ 
○ 

 
○(3ha超) 

○ 
○ 

歴史的風致維持向上地区計画   ○  ○ 

集落地区計画   ○  ○ 
 
（注）地区計画等において、知事協議・同意は政令で定める場合に限る（都市計画法第 19 条第３項、同施行令第 13 条）。  
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第第２２－－６６表表  都都市市計計画画決決定定一一覧覧表表 

都市計画の種類 

東京都決定 区市町村決定 

◎は大臣同意を要す。 （知事協議） 

区部･多摩部 島しょ部  
区部のみ 

都決定 
島しょ部 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 ◎ ◎    

区域区分（市街化区域・市街化調整区域） ◎ ◎    

発
方
針
等 

都
市
再
開 

都市再開発の方針 ○ ○    

住宅市街地の開発整備の方針 ○ ○    
拠 点 業 務 市 街 地 の 開 発 整 備 の 方 針 ○ ○    

防災街区整備方針 ○ ○    

地 
 

域 
 

地 
 

区 

用 途 地 域   ○ ○ ○ 

特 別 用 途 地 区   ○  ○ 
特定用途制限地域   ○  ○ 

特例容積率適用地区   ○ ○ ○ 

高層住居誘導地区   ○ ○ ○ 

高度地区・高度利用地区   ○  ○ 

特 定 街 区   ○ ○(1ha 超) ○ 

都市再生特別地区 ◎ ◎    
居住調整地域   ○ ○ ○ 

特定用途誘導地区   ○ ○ ○ 

居住環境向上用途誘導地区   ○ ○ ○ 
防火地域・準防火地域   ○  ○ 

特定防災街区整備地区   ○  ○ 

景 観 地 区   ○  ○ 

風 致 地 区 ○(10ha以上で２以上の区市町村の区域にわたるもの) ○  ○ 

駐車場整備地区   ○  ○ 

臨 港 地 区 
◎国際戦略港湾又は国際拠点港湾 ○重要 

港湾以外 
 

○重要 

港湾以外 ○重要港湾 

歴史的風土特別保存地区 ◎ ◎    

第 一種 ・第ニ 種歴 史的風 土保 存地区 ◎ ◎    

緑地保全地域 ○(２以上の区市町村の区域にわたるもの) ○  ○ 

特別緑地保全地区 ○(10ha以上で２以上の区市町村の区域にわたるもの) ○  ○ 

緑化地域   ○  ○ 

（近郊緑地特別保全地区） (◎)     

流通業務地区 ○ ○    

生産緑地地区   ○  ○ 

伝統的建造物群保存地区   ○  ○ 

航空機騒音障害防止地区 ○ ○    

航空機騒音障害防止特別地区 ○ ○    

促
進
区
域 

市街地再開発促進区域   ○  ○ 

土地区画整理促進区域   ○  ○ 

住宅街区整備促進区域   ○  ○ 

拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域   ○  ○ 

遊休土地転換利用促進地区   ○  ○ 

被災市街地復興推進地域   ○  ○ 

都 
 

市 
 

施 
 

設 

道 路 

高速自動車国道・一般国道 ◎ ◎    

都 道 府 県 道 ○ ○    

区市町村道・その他   ○  ○ 

自動車 
専用道路 

首都高速道路 ◎ ◎    

上記以外 ○ ○    
都市高速鉄道 ◎ ◎    

軌道(都市高速鉄道に該当するものを除く。)   ○  ○ 

駐  車  場   ○  ○ 

自動車 
ターミナル 

一般自動車ターミナル   ○  ○ 

その他の自動車ターミナル   ○  ○ 

空 港 

空港法第 4条第 1項第 2号空港 ◎ ◎    

空港法第 5条第 1項地方管理空港 ○ ○    

上記以外の空港   ○  ○ 
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都市計画の種類 

東京都決定 区市町村決定 

◎は大臣同意を要す。 （知事協議） 

区部・多摩部 島しょ部  
区部のみ 

都決定 
島しょ部 

都 
 

市 
 

施 
 

設 

公園 
緑地 

10ha 以 上 で 国 が 設 置  ◎ ◎    
10ha 以上で都道府県が設置 ○ ○    

上記以外   ○  ○ 
広場 
墓園 

10ha以上で国又は都道府県が設置 ○ ○    

上記以外   ○  ○ 
その他の公共空地（運動場等）   ○  ○ 

水 道 
水道用水供給事業用 ○ ○    

上記以外   ○ ○ ○ 
電気・ガス供給施設   ○ ○ ○ 

下水道 
流域下水道 ○     
公共下水道 ○（２以上の区市町村の区域にわたるもの） ○ ○ ○ 

汚物処理場・ごみ焼却場・ごみ処理場   ○  ○ 
産業廃棄物処理施設 ○ ○    

上記以外の供給施設・処理施設   ○  ○ 

河川 
1 級河川 ◎ ◎    

２級河川・運河 ○ ○    
準用河川・水路   ○  ○ 

大学・高等専門学校   ○  ○ 
上記以外の学校   ○  ○ 

図書館・研究施設・教育文化施設   ○  ○ 
病院・保育所・医療施設・社会福祉施設   ○  ○ 

市場・と畜場   ○ ○ ○ 
火葬場   ○  ○ 

一団地の住宅施設   ○  ○ 

一団地の官公庁施設 ◎ ◎    
流通業務団地 ○ ○    

一団地の津波防災拠点市街地形成施設   ○  ○ 

一団地の復興拠点市街地形成施設   ○  ○ 
電気通信施設   ○  ○ 

防 風 ・防火 ・防 水 ・防雪 ・ 防砂施設   ○  ○ 
防潮施設   ○  ○ 

市
街
地
開
発
事
業 

土地区画整理事業 ○（面積が50ha超で国の機関又は都道府県施行) ○  ○ 
新住宅市街地開発事業 ○ ○    

工業団地造成事業 ○ ○    
市街地再開発事業 ○（面積が３ha 超で国の機関又は都道府県施行) ○  ○ 

新都市基盤整備事業 ○ ○    
住宅街区整備事業 ○（面積が20ha超で国の機関又は都道府県施行) ○  ○ 
防災街区整備事業 ○（面積が３ha 超で国の機関又は都道府県施行) ○  ○ 

等
予
定
区
域 

市
街
地
開
発
事
業 

新住宅市街地開発事業の予定区域 ○ ○    
工業団地造成事業の予定区域 ○ ○    

新都市基盤整備事業の予定区域 ○ ○    
区域面積 20ha 以上の 

一団地の住宅施設の予定区域 
  ○  ○ 

一団地の官公庁施設の予定区域 ◎ ◎    

流通業務団地の予定区域 ○ ○    

地
区
計
画
等 

地 区 計 画 
（再開発等促進区を定めるもの） 
（開発整備促進区を定めるもの） 

  
○ 
○ 
○ 

○(3ha超) 
○ 
○ 
○ 

防災街区整備地区計画   ○  ○ 
沿道地区計画 

（沿道再開発等促進区を定めるもの） 
  

○ 
○ 

 
○(3ha超) 

○ 
○ 

歴史的風致維持向上地区計画   ○  ○ 

集落地区計画   ○  ○ 
 
（注）地区計画等において、知事協議・同意は政令で定める場合に限る（都市計画法第 19 条第３項、同施行令第 13 条）。  
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第第２２－－７７図図  都都市市計計画画のの決決定定手手続続（（東東京京都都がが定定めめるる都都市市計計画画））  

  

 

  

原案の作成 
港湾管理者の申出 

（臨港地区に関す

る都市計画） 

公聴会・説明会

の開催等による

住民の意見反映 

§23(4) 

§16(1) 

土地の所有者等の意見聴取 

（区部における 3ha を超える再開発等促進区 

を定める地区計画等に関する都市計画） 

§16(2) 

区市町村の意見

聴取 

§18(1) 

§23(6) 

都市施設管理者

及び政令で定め

る者に協議（都

市施設に関する

都市計画） 

案の作成 

都 市 計 画 決 定 

国土交通大臣の

同意（国の利害

に重大な関係が

ある都市計画） 

§18(3) 

§18(1) 

環境大臣及び経済

産業大臣の意見聴

取（都市計画区域

の整備、開発及び

保全の方針又は区

域区分に関する都

市計画） 

§23(2) 

都 市 計 画 審 議 会 付 議 

区市町村都市 

計画審議会付議 

（区市町村回答） 

公告及び案の縦覧 意見書の提出 

要旨の提出 §18(2) 

§17(2) §17(1) 

利害関係者の同意 

（区部における 1ha を超える特定街区に関す 

る都市計画） 

§17(3) 

§18(1) 

§20(1) 告      示 

免許等の権限を有

する国の行政機関

の長に協議（都市

施設に関する都市

計画） 

農林水産大臣に協

議（都市計画区域

の整備、開発及び

保全の方針又は区

域区分に関する都

市計画） 

§23(1) 

§23(5) 

公衆に縦覧 

図書の写し送付 区市町村長 公衆に縦覧 

§20(2) 

§20(2) §20(1) 
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第第２２－－８８図図  都都市市計計画画のの決決定定手手続続（（区区市市町町村村がが定定めめるる都都市市計計画画））  

    

原 案 の 作 成 

土地の所有者等の意見聴取 
（地区計画等に関する都市
計画） 

公聴会・説明会の開催等に 
 
よる住民の意見反映 

利害関係者の同意 
 
（特定街区に関する都市計画） 

土地の所有者等の意見聴取 
（遊休土地転換利用促進地区に
関する都市計画） 

都市施設管理者に協議 
 
（都市施設に関する都市計画） 

公 告 及 び 案 の 縦 覧 意見書の提出 

区市町村都市計画審議会付議 

都 市 計 画 決 定 

告           示 

図 書 の 写 し を 送 付 知 事 

公衆に縦覧 

公衆に縦覧 

案 の 作 成 

§16(2) §16(1) 

§17(3) 

§17(4) 

§23(6) 

§17(1) 

§17(2) 
要旨の提出 §19(2)    

§19(1)  

§20(1) 

§20(1) 

§20(2) 

§20(2) 

知事への協議 

※ 都市計画法に基づく都市計画審議会を設置していない区市町村の決定案件については、区市町村 

  が東京都都市計画審議会に付議する（§19(1)）。 

§19(1)※ 
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第第２２－－７７図図  都都市市計計画画のの決決定定手手続続（（東東京京都都がが定定めめるる都都市市計計画画））  

  

 

  

原案の作成 
港湾管理者の申出 

（臨港地区に関す

る都市計画） 

公聴会・説明会

の開催等による

住民の意見反映 

§23(4) 

§16(1) 

土地の所有者等の意見聴取 

（区部における 3ha を超える再開発等促進区 

を定める地区計画等に関する都市計画） 

§16(2) 

区市町村の意見

聴取 

§18(1) 

§23(6) 

都市施設管理者

及び政令で定め

る者に協議（都

市施設に関する

都市計画） 

案の作成 

都 市 計 画 決 定 

国土交通大臣の

同意（国の利害

に重大な関係が

ある都市計画） 

§18(3) 

§18(1) 

環境大臣及び経済

産業大臣の意見聴

取（都市計画区域

の整備、開発及び

保全の方針又は区

域区分に関する都

市計画） 

§23(2) 

都 市 計 画 審 議 会 付 議 

区市町村都市 

計画審議会付議 

（区市町村回答） 

公告及び案の縦覧 意見書の提出 

要旨の提出 §18(2) 

§17(2) §17(1) 

利害関係者の同意 

（区部における 1ha を超える特定街区に関す 

る都市計画） 

§17(3) 

§18(1) 

§20(1) 告      示 

免許等の権限を有

する国の行政機関

の長に協議（都市

施設に関する都市

計画） 

農林水産大臣に協

議（都市計画区域

の整備、開発及び

保全の方針又は区

域区分に関する都

市計画） 

§23(1) 

§23(5) 

公衆に縦覧 

図書の写し送付 区市町村長 公衆に縦覧 

§20(2) 

§20(2) §20(1) 
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第第２２－－８８図図  都都市市計計画画のの決決定定手手続続（（区区市市町町村村がが定定めめるる都都市市計計画画））  

    

原 案 の 作 成 

土地の所有者等の意見聴取 
（地区計画等に関する都市
計画） 

公聴会・説明会の開催等に 
 
よる住民の意見反映 

利害関係者の同意 
 
（特定街区に関する都市計画） 

土地の所有者等の意見聴取 
（遊休土地転換利用促進地区に
関する都市計画） 

都市施設管理者に協議 
 
（都市施設に関する都市計画） 

公 告 及 び 案 の 縦 覧 意見書の提出 

区市町村都市計画審議会付議 

都 市 計 画 決 定 

告           示 

図 書 の 写 し を 送 付 知 事 

公衆に縦覧 

公衆に縦覧 

案 の 作 成 

§16(2) §16(1) 

§17(3) 

§17(4) 

§23(6) 

§17(1) 

§17(2) 
要旨の提出 §19(2)    

§19(1)  

§20(1) 

§20(1) 

§20(2) 

§20(2) 

知事への協議 

※ 都市計画法に基づく都市計画審議会を設置していない区市町村の決定案件については、区市町村 

  が東京都都市計画審議会に付議する（§19(1)）。 

§19(1)※ 
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８８  社社会会資資本本整整備備審審議議会会、、都都市市計計画画審審議議会会及及びび開開発発審審査査会会  

都市計画法により、国土交通大臣の諮問に応じ都市計画に関する重要事項を調査審議するために、

社会資本整備審議会が設置されています。 

また、都市計画法等により、その権限に属するとされた事項及び知事の諮問に応じ都市計画に関す

る事項を調査審議するため、都道府県には、都市計画審議会が設置されています。東京都では、委員

35 名以内で構成する東京都都市計画審議会が設置されています。その構成員は、現在、①学識経験

のある者 10 名、②東京都議会の議員 10 名、③特別区及び市町村の長を代表する者３名、④特別区

及び市町村の議会の議長を代表する者３名及び⑤関係行政機関の職員７名です。 

なお、市町村においても、都市計画法等により、その権限に属するとされた事項及び市町村長の諮

問に応じ都市計画に関する事項を調査審議するため、学識経験のある者、市町村の議会の議員等から

構成される市町村都市計画審議会を設置することができます。 

さらに、都市計画法に規定する開発許可に係る審査請求に対する裁決その他その権限に属するとさ

れた事項を行うための機関として、都道府県には、開発審査会が設置されています。東京都では、委

員７人をもって組織する東京都開発審査会が設置されています。委員は、法律、経済、都市計画、建

築、公衆衛生又は行政に関し優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることがで

きる者のうちから知事が任命します。 

 

９９  税税制制上上のの措措置置等等  

国又は地方公共団体は、都市計画の適切な遂行を図るため、市街化区域内の土地について、有効な

利用の促進及び投機的な取引の抑制に関し、税制上の措置その他適切な措置を講じることになってい

ます（都市計画法第 85 条）。 

具体的には、土地に関する譲渡所得の課税の適正化、固定資産税及び都市計画税の課税の適正化、

土地の先買い制度、地価公示制度等があります。 

 

1100  環環境境影影響響評評価価  

急速な都市化の進展と経済成長に伴って深刻な社会問題となった公害や自然破壊に対処して、東京

都は、積極的に公害の防止や自然の保護と回復の施策を進めてきました。その結果、東京の環境はか

なり改善されてきましたが、まだ解決すべき多くの問題を抱えています。 

一方、東京は、都民がより快適な生活を営むことができるよう、道路、下水処理場、清掃工場など

の都市施設の整備や市街地の再開発など様々な事業をなお一層進めていくことが必要な状況にありま

す。 

東京都では、このような事業の実施による環境の悪化を未然に防止するため、昭和 55 年 10 月に
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東京都環境影響評価条例（以下「アセス条例」という。）を制定し、翌昭和 56 年 10 月から施行し

ています。 

その後、環境影響評価法（以下「アセス法」という。）の公布に伴い、平成 10 年 12 月にアセス

条例の改正を行い、アセス法と同様に平成 11 年６月から施行しています。これにより、環境影響評

価を行うこととなる事業で、アセス法対象となるものはアセス法に基づき手続を行い、アセス法対象

以外のものはアセス条例に基づき手続を行っています。 

なお、平成 14 年７月にアセス条例が改正され、手続の合理化及び効率化が行われるとともに、対

象事業の規模に関する緩和が行われました（平成 15 年７月施行）。この改正により、環境影響評価

の結果を事業計画の早い段階から適切に反映することや、複数の事業計画案を環境面から比較評価す

る計画段階アセスが導入されました（平成 15 年１月施行）。 

アセス法に関しては、平成 23 年４月に法改正が行われ、法に基づく環境影響評価において、事業実

施段階前の手続としての配慮書手続が導入されています（平成 25 年４月施行）。 

 

((11))  都都市市計計画画手手続続ととのの関関係係  

都市計画法においても、都市施設等に関する都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図

ることを目的として、従来から良好な都市環境を保持するよう定められてきたところです。 

環境への影響に対する判断を都市計画において明確にするため、昭和 57 年 11 月（昭和 60 年６

月の新通達が施行の日に廃止）及び昭和 60 年６月（別に定める技術指針の通達の日から６か月後

に施行となるため、ダム・放水路及び道路事業の一部について昭和 61 年３月から施行となっ

た。）、建設省都市局長通達が出され、環境に影響を与えるおそれのある都市計画を定めるに当た

っては、当該都市計画に係る事業の実施が環境に与える影響の調査、予測及び評価を行い、その概

要を当該都市計画を定めた理由として都市計画法第 14 条第１項の計画書中に付記する等、都市計

画を定める手続等により行うものとされました。 

その後、前述のとおり、平成 11 年６月からアセス法が施行され、環境影響評価の対象となる事

業が都市計画に定められる場合には、都市計画決定権者が事業者に代わる者として環境影響評価そ

の他の手続を都市計画決定手続と併せて行う都市計画特例の規定が設けられました。アセス条例に

ついても、アセス法の都市計画特例の考え方を導入した改正が行われ、アセス法と同様に平成 11

年６月から施行されています。 

また、平成 25 年４月の改正アセス法の施行により導入された配慮書手続に関連して、都市計画

手続においても都市計画運用指針が改正され（平成 25 年４月）、都市計画における構想段階手続

が位置付けられました。 

アセス法、アセス条例それぞれの手続を図示すると、第２－９図、第２－10－１図及び第２－

10－２図のとおりです。 

 

((22))  対対象象事事業業  

環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業として、アセス法及びアセス条例の適用を受ける対
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象事業の種類とその要件はそれぞれ第２－11 表及び第２－12 表のとおりです。 

((33)) 環環境境影影響響評評価価にに関関すするる手手続続

アセス法及びアセス条例の環境影響評価の手続は、以下のとおりです。

〔計画段階アセス〕 

ア アセス法では、必ずアセス手続を行う必要がある規模の事業を「第１種事業」として定める

とともに、第１種事業に準ずる規模の事業については「第２種事業」として、配慮書手続を行

うかどうかを個別に判断することとしています。このうち、第１種事業に該当する事業を実施

しようとする場合には、計画段階のアセス手続である配慮書手続を行う必要があります。 

また、アセス条例による計画段階のアセス手続である環境配慮書手続の対象となる事業は、

アセス法の第２種事業に準ずる規模の事業等で条例で定めるもののうち、事業者が東京都であ

るものに限られています。 

イ 事業者は、計画の立案段階において、事業の位置、規模等に関する複数の案を策定し、それ

ぞれの案が環境に及ぼす影響について調査等を行うとともに、配慮書（条例では環境配慮書）

を作成し、主務大臣（条例では知事等）に送付します。配慮書又は環境配慮書の内容は公表

（条例では公示及び縦覧）によって住民に周知され、住民は意見書の提出により意見を表明し

ます。アセス法による配慮書手続においては、主務大臣は環境大臣の意見を勘案して配慮書に

ついての意見を述べ、知事等は事業者からの意見照会に基づき意見を述べます。 

また、アセス条例による環境配慮書手続においては、知事は環境配慮書の内容及び住民意見

の概要を基に意見を述べます。 

ウ 事業者は、これらの意見を尊重しつつ、複数案から対象計画を策定します。

〔事業段階アセス〕 

ア 環境影響評価の手続は、事業者が対象事業に係る環境影響評価を行う方法について、方法書

（条例では調査計画書）を作成し、知事等に送付します。方法書又は調査計画書の内容は、公

告（条例では公示）及び縦覧によって住民に周知され、住民は意見書の提出により意見を表明

します。知事は、方法書又は調査計画書の内容及び住民意見の概要を基に意見を述べます。 

イ 事業者は、これらの意見を基に環境影響評価の項目等を選定し、環境影響評価を実施します。

ウ 事業者は、環境影響評価を行った後、準備書（条例では評価書案）を作成し、知事等に送付

します。準備書又は評価書案の内容は、公告又は公示、縦覧、説明会などによって住民に周知

され、住民は意見書の提出により意見を表明します。知事は、住民意見の概要及び当該意見に

ついての事業者の見解を基に意見を述べます。 

エ 事業者は、これらの意見を基に、必要があるときは準備書又は評価書案に修正を加え評価書

を作成し、知事等に送付します。評価書の内容は、公告又は公示及び縦覧によって住民に周知

されます。 
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象事業の種類とその要件はそれぞれ第２－11 表及び第２－12 表のとおりです。 
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アセス法の第２種事業に準ずる規模の事業等で条例で定めるもののうち、事業者が東京都であ

るものに限られています。 

イ 事業者は、計画の立案段階において、事業の位置、規模等に関する複数の案を策定し、それ

ぞれの案が環境に及ぼす影響について調査等を行うとともに、配慮書（条例では環境配慮書）

を作成し、主務大臣（条例では知事等）に送付します。配慮書又は環境配慮書の内容は公表

（条例では公示及び縦覧）によって住民に周知され、住民は意見書の提出により意見を表明し

ます。アセス法による配慮書手続においては、主務大臣は環境大臣の意見を勘案して配慮書に

ついての意見を述べ、知事等は事業者からの意見照会に基づき意見を述べます。 

また、アセス条例による環境配慮書手続においては、知事は環境配慮書の内容及び住民意見

の概要を基に意見を述べます。 

ウ 事業者は、これらの意見を尊重しつつ、複数案から対象計画を策定します。 

〔事業段階アセス〕 

ア 環境影響評価の手続は、事業者が対象事業に係る環境影響評価を行う方法について、方法書
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します。知事は、方法書又は調査計画書の内容及び住民意見の概要を基に意見を述べます。 

イ 事業者は、これらの意見を基に環境影響評価の項目等を選定し、環境影響評価を実施します。 

ウ 事業者は、環境影響評価を行った後、準備書（条例では評価書案）を作成し、知事等に送付

します。準備書又は評価書案の内容は、公告又は公示、縦覧、説明会などによって住民に周知

され、住民は意見書の提出により意見を表明します。知事は、住民意見の概要及び当該意見に

ついての事業者の見解を基に意見を述べます。 

エ 事業者は、これらの意見を基に、必要があるときは準備書又は評価書案に修正を加え評価書

を作成し、知事等に送付します。評価書の内容は、公告又は公示及び縦覧によって住民に周知

されます。 
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が
意

見
書

を
作

成
す

る
際

は
、

環
境

影
響

評
価

審
議

会
の

意
見

を
聴

く
）

(
注

)
第

二
種

事
業

で
の

実
施

は
任

意

○ ９
０

日

意 見 聴 取 ※

複 数 案 の 絞 込 み ・ 都 市 計 画 概 略 案 の 決 定

原 案 作 成

○

１
２

０
日

９
０

日

１
か

月

方 法 書 送 付

１
か

月

後 合 わ せ

（ 同 じ 日 ） ４
５

日

環 境 影 響 評 価 の 実 施

○

準 備 書 作 成

公 告

公 告

区
市

町
村

長

〔
都

市
計

画
運

用
指

針
に

よ
る

任
意

手
続

（
案

）
〕

○

環
境

大
臣

意
見

助
言

環
境

大
臣

○

免
許

等
を

行
う

者

等
の

意
見

免
許

等
を

行
う

者
等

構 想 段 階 評 価 書 作 成 （ 原 則 実 施 ）

（
公

表
）

（
公

表
）

関 係 行 政 機 関 ・ 住 民 等

の 意 見 聴 取 （ 任 意 ）

環 境 影 響 評 価 の

項 目 等 の 選 定

○
○

○
○

○知 事 意 見 書 作 成 ・ 公 表

意 見 の 概 要 及 び

見 解 書 送 付

区 市 町 村 長

意 見 送 付

答 申

知 事 意 見 書 作 成 ・ 公 表

○

区
市

町
村

長

意
見

計 画 段 階 配 慮 事 項 の 検 討 （ 複 数 案 ）

配 慮 書 案 作 成

公 告
説

明
会

（
公

表
・

電
子

）
○

○

○
○

○

＜
方

法
書

＞

○
○

住
 
民

 
等

知
　

　
　

事

（
環

境
局

）
○

説
明

会

公 示

都
民

の
意

見
を

聴

く
会

環
境

大
臣

環
境

大
臣

主
務

大
臣

○
○

○

○
○

知 事 意 見 書 送 付

○

主
務

大
臣

○

○

準
備

書
送

付
及

び
諮

問

区 市 町 村 長

意 見 送 付

環
境

影
響

評
価

審
議

会
環

境
影

響
評

価
審

議
会

方
法

書
送

付
及

び
諮

問

○

答 申

○
○

記 録 の 送 付

知 事 意 見 書 送 付

区
市

町
村

長

意
見

○

公 告 ＜
準

備
書

＞

準 備 書 等 送 付

公 告

縦 覧

（ 電 子 ）

○

評 価 書 の 再 検 討 及 び 補 正

縦
覧

(
電

子
)

意 見 聴 取 ※

縦
覧

(
電

子
)

住
民

意
見

書
意 見 の 概 要 送 付

○
○

配 慮 書 作 成

方 法 書 作 成
住

民
意

見
書

○

評 価 書 作 成

＜
評

価
書

＞

評 価 書 送 付

○

評 価 書 等 送 付

準 備 書 の 検 討 等

○

都都
市市

計計
画画

とと
環環

境境
影影

響響
評評

価価
手手

続続
（（

環環
境境

影影
響響

評評
価価

法法
対対

象象
））

１
か

月

プ レ ス 発 表

常 任 委 員 会

１
か

月
＋

２
週

間

＜
都

市
計

画
案

＞

国 土 交 通 大 臣

事 前 協 議

【
事

業
実

施
段

階
前

の
手

続
】

位 置 等 に 関 す る 複 数 案 の 設 定

前 合 わ せ

（ 同 じ 日 ）

調 査 等

公 告

（
事

業
者

）

都
市

計
画

法
（

東
京

都
決

定
）

環
境

影
響

評
価

法

都
市

計
画

決
定

権
者

協 力

依 頼知
　

　
　

事

(
都

市
整

備
局

)

協 力

都 市 計 画 審 議 会 に

　 報 告 ・ 意 見 聴 取 （ 任 意 ）

構 想 段 階 評 価 書 案 の 作 成 （ 任 意 ）

説 明 会 ・ 公 聴 会 等

都 市 計 画 案 作 成

都 市 計 画 審 議 会 に

　 報 告 ・ 意 見 聴 取 （ 任 意 ）

（ 同 じ 日 ）

区
市

町
村

長

都 市 計 画 決 定

答 申

国 土 交 通 大 臣 同 意

都
市

計
画

審
 
議

 
会

告 示

縦 覧

【
事

業
実

施
段

階
の

手
続

】

縦
覧

約
１

か
月

プ レ ス 発 表

常 任 委 員 会

○
○

住
民

等
意

見
書

付 議

区
市

町
村

意
見

告 示 合 わ せ

（ 同 じ 日 ）

申 出

技 術 的 助 言

意 見

配 慮 書 送 付

（
同
じ
日

）
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○○
計計

画画
段段

階階
アア

セセ
スス

手手
続続

知
　

　
　

事

（
都

市
整

備
局

）

説 明 会

説 明 会 実 施

状 況 報 告

① ①

原 案 作 成

（
調

査
、

説
明

会
、

公
聴

会
等

）
次

ペ
ー

ジ

へ

都都
市市

計計
画画

とと
環環

境境
影影

響響
評評

価価
手手

続続
（（

東東
京京

都都
環環

境境
影影

響響
評評

価価
条条

例例
対対

象象
））

記 録 送 付

都 民 意 見 ・ 区 市

町 村 長 意 見 送 付

記 録 送 付

出 席

（
見

解
書

）

特 例 環 境 配 慮 書 に 係

る 見 解 書 の 作 成

縦
覧

提 出

公 示
知

　
　

　
事

（
環

境
局

）

○
○

○
○

都
市

計
画

法
（

東
京

都
決

定
）

・
知

事
が

、
環

境
配

慮
書

の
内

容
に

つ
い

て
、

対
象

事
業

に
係

る
環

境
影

響
評

価
の

調
査

等
の

手
法

に
相

当
す

る
事

項
が

記
載

さ
れ

て
い

る
と

認
め

る
と

き
。

環
境

影
響

評
価

条
例

・
知

事
が

、
特

例
環

境
配

慮
書

の
内

容
に

つ
い

て
、

評
価

書
案

に
相

当
す

る
も

の
で

な
い

と
認

め
る

場
合

で
、

対
象

事
業

に
係

る
環

境
影

響
評

価
の

調
査

等
の

手
法

に
相

当
す

る
事

項
が

記
載

さ
れ

て
い

る
と

認
め

る
と

き
。

環 境 配 慮 書 等 作 成

特 例 環 境 配 慮 書 等 及 び

評 価 書 案 作 成 等 免 除 申

請 書 の 作 成

常 任 委 員 会

プ レ ス 発 表

都 市 計 画 審 議 会 委 員

へ の 情 報 提 供

へ

事
 
業

 
者

説 明 会 等 実 施

計 画 届 出
次

ペ
ー

ジ
④ ④

へ

送 付

（
東

京
都

）

○
○

○
○

特 例 環 境 配 慮 書 等 の 提

出 ・ 評 価 書 案 作 成 等 免

除 申 請

環 境 配 慮 書 等 提 出

通 知

次
ペ

ー
ジ

③ ③

○
○

○
計 画 策 定

・
知

事
が

、
特

例
環

境
配

慮
書

の
内

容
に

つ
い

て
、

評
価

書
案

に
相

当
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
る

と
き

。
環 境 配 慮 書 審 査

意 見 書 作 成 ・ 公 表

特 例 環 境 配 慮 書 審 査 意 見

書 作 成 ・ 公 表 、 評 価 書 案

作 成 免 除 の 承 認 ・ 不 承 認

・
そ

の
他

の
場

合

次
ペ

ー
ジ

②②
へ

○

記 録 送 付

送 付
答 申

○

事
業

者
の

意
見

を
聴

く
会

提 出

○
都

民
の

意
見

を
聴

く
会

○

（ 公 示 ）

（ 縦 覧 ）
都

民
意

見
書

○
特

例
環

境
配

慮
書

を
作

成
し

た
場

合
は

行
わ

な
い

。

○

区
市

町
村

長
○

○
○

特
例

環
境

配
慮

書
等

及
び

申
請

書
の

送
付

通 知

記 録 送 付

関 係 地 域 決 定

　
環

境
配

慮
書

　
等

送
付

区
市

町
村

長
意

見

○
公 示 環
境

影
響

評
価

審
議

会
環

境
配

慮
書

等
送

付
及

び
諮

問

特
例

環
境

配
慮

書
等

及
び

申
請

書
の

送
付

、
諮

問

3
0
日

（
　

）
内

は
、

特
例

環
境

配
慮

書
を

作
成

す
る

場
合

に
必

要
と

な
る

手
続

で
あ

る
。

・
の

意
見

聴
取

は
、

知
事

に
代

わ
り

事
業

者
が

行
う

こ
と

が
で

き
る

。

4
5
日

2
0
日

・
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環
境

影
響

評
価

条
例

２
週

間

①①

環 境 影 響 評 価 の 項 目 等 の 選 定

都
市

計
画

法
（

東
京

都
決

定
） 原 案 作 成

都 市 計 画 案 作 成

付 議

都
市

計
画

決
定

権
者

見 解 書 作 成

③③

住
民

等
意

見
書

公 告

縦
覧

○
○

評 価 書 等 作 成
評 価 書 等 提 出

縦
覧

○
○

○

説 明 会 等 実 施

計 画 届 出

区
市

町
村

意
見

送 付

○

④④ 評 価 書 案 の 検 討

送 付

○

○

○

評 価 書 案 審 査 意 見

書 作 成 ・ 公 表

告 示

国 土 交 通 大 臣 同 意

都
市

計
画

審
 
議

 
会

区
市

町
村

長

○○
事事

業業
段段

階階
アア

セセ
スス

手手
続続

都都
市市

計計
画画

とと
環環

境境
影影

響響
評評

価価
手手

続続
（（

東東
京京

都都
環環

境境
影影

響響
評評

価価
条条

例例
対対

象象
））

知
　

　
　

事
（

調
査

、
説

明
会

、
公

聴
会

等
）

（
都

市
整

備
局

）

縦 覧

約
１

か
月

常 任 委 員 会

プ レ ス 発 表
都 市 計 画 決 定

答 申

＜
都

市
計

画
案

＞

○

見 解 書 提 出

（
事

業
者

）

調 査 計 画 書 審 査

意 見 書 作 成 ・ 公 表

関 係 地 域 決 定

送 付

公 示

記 録 送 付

調 査 計 画 書 作 成

評 価 書 案 等 作 成

都 民 意 見 ・ 区 市

町 村 長 意 見 送 付

計
画

段
階

ア
セ

ス
の

場
合

（
前

ペ
ー

ジ
よ

り
）

協 力
依 頼

協 力
調 査 計 画 書 提 出

国 土 交 通 大 臣

事 前 協 議

評 価 書 案 等 提 出
都

民
の

意
見

を
聴

く
会

②②

○
○

環 境 影 響 評 価 の 実 施

見 解 書

送 付

知
　

　
　

事
（

環
境

局
）

○
○

○

周 知 地 域 決 定

公 示

都 民 意 見 ・ 区 市

町 村 長 意 見 送 付

説 明 会
○

○
○

通 知

○

答 申
記 録 送 付

公 示

区
市

町
村

長

○
○

説 明 会 実 施

状 況 報 告

○
○

○

公 示
縦 覧

都
民

意
見

書
都

民
意

見
書

○
○

○
○

○
○

縦
覧

選 定 結 果 報 告
評

価
書

案
送

付

公 示

○

○
縦 覧

○

1
0
日

3
0
日

2
0
日

4
5
日

○

環
境

影
響

評
価

審
議

会

通 知

環
境

影
響

評
価

審
議

会
調

査
計

画
書

送
付

及
び

諮
問

評
価

書
案

等
送

付
及

び
諮

問

○
○

区
市

町
村

長
意

見
区

市
町

村
長

意
見

答 申
　

調
査

計
画

書
　

送
付

2
0
日

1
5
日

- 29 -
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○○
計計

画画
段段

階階
アア

セセ
スス

手手
続続

知
　

　
　

事

（
都

市
整

備
局

）

説 明 会

説 明 会 実 施

状 況 報 告

①①

原 案 作 成

（
調

査
、

説
明

会
、

公
聴

会
等

）
次

ペ
ー

ジ

へ

都都
市市

計計
画画

とと
環環

境境
影影

響響
評評

価価
手手

続続
（（

東東
京京

都都
環環

境境
影影

響響
評評

価価
条条

例例
対対

象象
））

記 録 送 付

都 民 意 見 ・ 区 市

町 村 長 意 見 送 付

記 録 送 付

出 席

（
見

解
書

）

特 例 環 境 配 慮 書 に 係

る 見 解 書 の 作 成

縦
覧

提 出

公 示
知

　
　

　
事

（
環

境
局

）

○
○

○
○

都
市

計
画

法
（

東
京

都
決

定
）

・
知

事
が

、
環

境
配

慮
書

の
内

容
に

つ
い

て
、

対
象

事
業

に
係

る
環

境
影

響
評

価
の

調
査

等
の

手
法

に
相

当
す

る
事

項
が

記
載

さ
れ

て
い

る
と

認
め

る
と

き
。

環
境

影
響

評
価

条
例

・
知

事
が

、
特

例
環

境
配

慮
書

の
内

容
に

つ
い

て
、

評
価

書
案

に
相

当
す

る
も

の
で

な
い

と
認

め
る

場
合

で
、

対
象

事
業

に
係

る
環

境
影

響
評

価
の

調
査

等
の

手
法

に
相

当
す

る
事

項
が

記
載

さ
れ

て
い

る
と

認
め

る
と

き
。

環 境 配 慮 書 等 作 成

特 例 環 境 配 慮 書 等 及 び

評 価 書 案 作 成 等 免 除 申

請 書 の 作 成

常 任 委 員 会

プ レ ス 発 表

都 市 計 画 審 議 会 委 員

へ の 情 報 提 供

へ

事
 
業

 
者

説 明 会 等 実 施

計 画 届 出
次

ペ
ー

ジ
④④

へ

送 付

（
東

京
都

）

○
○

○
○
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付
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付
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。
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第第２２－－1111 表表  環環境境影影響響評評価価対対象象事事業業（（法法対対象象））  

 

対象事業の種類 
要件（内容・規模）の概要 

第１種事業（必ず環境影響評価を行う事業） 第２種事業(環境影響評価の必要性を個別に判断する事業) 

１ 道      路 

高速自動車国道：全て  

首都高速道路など：４車線以上のもの 

一般国道：４車線以上・10 ㎞以上 

大規模林道：幅員 6.5ｍ以上・20 ㎞以上 

 

 

一般国道：４車線以上・7.5km～10 ㎞ 

大規模林道：幅員 6.5ｍ以上・15km～20 ㎞以上  

２ 河      川 

ダム:貯水面積 100ha 以上 

堰：湛水面積 100ha 以上 

放水路・湖沼開発：土地改変面積 100ha以上 

ダム:貯水面積 75ha～100ha 

堰：湛水面積 75ha～100ha 

放水路・湖沼開発：土地改変面積 75ha～100ha 

３ 鉄      道 
新幹線鉄道：全て  

鉄道・軌道：長さ 10 ㎞以上 

                                       

鉄道・軌道：長さ 7.5 ㎞～10 ㎞ 

４ 飛   行   場 滑走路長 2,500ｍ以上 滑走路長 1,875ｍ～2,500ｍ 

５ 発   電   所 

火力発電所：出力 150,000kw 以上 

水力発電所：出力 30,000kw 以上 

地熱発電所：出力 10,000kw 以上 

原子発電所：全て  

太陽電池発電所：出力 4 万 kW 以上 

風力発電所：出力 10,000kw 以上 

火力発電所：出力 112,500kw～150,000kw 

水力発電所：出力 22,500kw～ 30,000kw 

地熱発電所：出力  7,500kw～ 10,000kw 

 

太陽電池発電所：出力 3 万 kW～4 万 kW 

風力発電所：出力  7,500kw～ 10,000kw 

６ 廃棄物最終処分場 面積 30ha 以上 面積 25ha～30ha 

７ 埋立て 、干  拓 面積 50ha 超 面積 40ha～50ha 

８ 土地区画整理事業 面積 100ha 以上 面積 75ha～100ha 

９ 新住宅市街地開発事業 面積 100ha 以上 面積 75ha～100ha 

10 工業団地造成事業 面積 100ha 以上 面積 75ha～100ha 

11 新都市基盤整備事業 面積 100ha 以上 面積 75ha～100ha 

12 流 通 業 務 団 地 面積 100ha 以上 面積 75ha～100ha 

13 宅地の造成の事業 
都市再生機構：面積 100ha 以上 

中小企業基盤整備機構：面積 100ha 以上 

都市再生機構：面積 75ha～100ha 

中小企業基盤整備機構：面積 75ha～100ha 

 

○港湾計画（※） 埋立・掘込み面積の合計 300ha 以上 

（※）港湾計画については、港湾環境影響評価の対象となる。 
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第第２２－－1111 表表  環環境境影影響響評評価価対対象象事事業業（（法法対対象象））  

 

対象事業の種類 
要件（内容・規模）の概要 

第１種事業（必ず環境影響評価を行う事業） 第２種事業(環境影響評価の必要性を個別に判断する事業) 

１ 道      路 

高速自動車国道：全て  

首都高速道路など：４車線以上のもの 

一般国道：４車線以上・10 ㎞以上 

大規模林道：幅員 6.5ｍ以上・20 ㎞以上 

 

 

一般国道：４車線以上・7.5km～10 ㎞ 

大規模林道：幅員 6.5ｍ以上・15km～20 ㎞以上  

２ 河      川 

ダム:貯水面積 100ha 以上 

堰：湛水面積 100ha 以上 

放水路・湖沼開発：土地改変面積 100ha以上 

ダム:貯水面積 75ha～100ha 

堰：湛水面積 75ha～100ha 

放水路・湖沼開発：土地改変面積 75ha～100ha 

３ 鉄      道 
新幹線鉄道：全て  

鉄道・軌道：長さ 10 ㎞以上 

                                       

鉄道・軌道：長さ 7.5 ㎞～10 ㎞ 

４ 飛   行   場 滑走路長 2,500ｍ以上 滑走路長 1,875ｍ～2,500ｍ 

５ 発   電   所 

火力発電所：出力 150,000kw 以上 

水力発電所：出力 30,000kw 以上 

地熱発電所：出力 10,000kw 以上 

原子発電所：全て  

太陽電池発電所：出力 4 万 kW 以上 

風力発電所：出力 10,000kw 以上 

火力発電所：出力 112,500kw～150,000kw 

水力発電所：出力 22,500kw～ 30,000kw 

地熱発電所：出力  7,500kw～ 10,000kw 

 

太陽電池発電所：出力 3 万 kW～4 万 kW 

風力発電所：出力  7,500kw～ 10,000kw 

６ 廃棄物最終処分場 面積 30ha 以上 面積 25ha～30ha 

７ 埋立て 、干  拓 面積 50ha 超 面積 40ha～50ha 

８ 土地区画整理事業 面積 100ha 以上 面積 75ha～100ha 

９ 新住宅市街地開発事業 面積 100ha 以上 面積 75ha～100ha 

10 工業団地造成事業 面積 100ha 以上 面積 75ha～100ha 

11 新都市基盤整備事業 面積 100ha 以上 面積 75ha～100ha 

12 流 通 業 務 団 地 面積 100ha 以上 面積 75ha～100ha 

13 宅地の造成の事業 
都市再生機構：面積 100ha 以上 

中小企業基盤整備機構：面積 100ha 以上 

都市再生機構：面積 75ha～100ha 

中小企業基盤整備機構：面積 75ha～100ha 

 

○港湾計画（※） 埋立・掘込み面積の合計 300ha 以上 

（※）港湾計画については、港湾環境影響評価の対象となる。 
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第第２２－－1122 表表  環環境境影影響響評評価価対対象象事事業業（（条条例例対対象象））  

対象事業の種類 対象事業の要件（内容・規模）の概要 
個別計画の要件 

（内容・規模）の概要 

１ 
道 路 の 新 設 

又 は 改 築 

高速自動車国道・自動車専用道路： 
［新設］全て 
［改築］長さ１km以上※1 

・車線数の増加 
・新たに道路を設けるもの 

 ・道路の地下移設、高架移設その他の移設 
・高架の道路又は橋りょうの施設更新 
（橋脚、橋台又は桁の除却を伴う場合に限る。） 

その他の道路（４車線以上）： 
［新設］長さ1km以上※1 
［改築］（車線数の増加等）長さ１km以上※1,2 

※1 新設又は改築する区間の長さが1km未満でも対象事業 
 の一部又は延長として実施するものは対象とする。 

※2 その他の道路の改築は、改築の結果、４車線以上にな 
 るものを含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の道路（４車線以上）： 
［新設］長さ２km以上 
［改築］（車線数の増加等） 

長さ２km以上※2 
 
※2 その他の道路の改築は、改築の結果、

４車線以上になるものを含む。 

2 

ダム、湖沼水位調節 

施設、放水路、堰の 

新 築 又 は 改 築 

ダ ム：［新築］高さ 15ｍ以上かつ湛水面積 75ha 以上 

 堰  ：［新築］湛水面積 75ha 以上 

［改築］増加湛水面積 37.5ha 以上かつ改築後湛水 

面積 75ha 以上 

湖沼水位調節施設：［新築］面積 75ha 以上 

放 水 路：［新築］河川区域幅 30ｍ以上かつ長さ１㎞以上又

は 75ha 以上の土地の形状を変更するもの 

放水路：〔新築〕河川区域幅 30ｍ以上かつ

長さ２㎞以上  

 

3 

鉄 道 、 軌 道 又 は 

モノレールの建設又は

改 良 

鉄道（専用鉄道を含む。）・軌道・モノレール： 

［建設］全て 
［改良］長さ１km以上※ 

・本線路の増設 
・本線路の地下移設、高架移設、その他の移設 
・高架の本線路又は橋りょうの施設更新（橋脚、 
橋台又は桁の除却を伴う場合に限る。） 

 
※改良する区間の長さが１km 未満でも対象事業の一部又は

延長として実施するものは対象とする。 

鉄道（専用鉄道を含む。）・軌道・モノレ
ール： 
［建設］新幹線鉄道を除く全て 
［改良］（本線路の増設等）長さ２km 以

上（新幹線に係る改良を除く。） 

 

 

 

 

4 飛行場の設置又は変更 

陸上空港等・陸上ヘリポート： 
［新設］全て 
［施設更新］全て（既存の施設の全部を除却する場合に 

限る。） 
滑走路： 
［新設・位置の変更］全て 
［延長］等級の変更を伴うもの等 

陸上空港等・陸上ヘリポート： 
［新設］全て 
［施設更新］全て（既存の施設の全部を除却

する場合に限る。） 
滑走路： 
［新設・位置の変更］全て 

5 
発電所又は送電線路 

の 設 置 又 は 変 更 

発電所： 
［新設］ 
火 力 11.25万kW以上 
水 力 2.25万kW以上 
地 熱 7500kW以上 
原子力 全て 

［増設（施設更新に該当するものを除く。）］ 
火 力 増加する出力5.625万kW以上かつ増設後出力11.25 

万kW以上 
水 力 増加する出力1.125万kW以上かつ増設後出力2.25 

万kW以上 
地 熱 増加する出力3750kW以上かつ増設後出力7500kW以 
    上 
原子力 全て 

［施設更新］ 
火 力 ①新たな施設の出力11.25万kW以上（②に該当するも 

のを除く。） 
②増加する出力5.625万kW以上かつ施設更新後の出力 
11.25万kW以上 

水 力 ①新たな施設の出力2.25万kW以上（②に該当するも 
のを除く。） 
②増加する出力1.125万kW以上かつ施設更新後の出力 
2.25万kW以上 

地 熱 ①新たな施設の出力7500kW以上（②に該当するもの 
を除く。） 
②増加する出力3750kW以上かつ施設更新後の出力
7500kW以上 

送電線路： 
［新設・延長・昇圧・移設※1・施設更新※2］ 

電圧17万V以上かつ長さ１km以上 
※1 鉄塔の移設を伴う場合に限る。 
※2 鉄塔の除却を伴う場合に限る。 
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対象事業の種類 対象事業の要件（内容・規模）の概要 

個別計画の要件 

（内容・規模）の概要 

 

6 
ガス製造所の設置又は

変 更 

［設置］製造能力 150 万 Nm³／日以上 
［増設］増加する製造能力 75 万 Nm³／日以上かつ増設後の製

造能力 150 万 Nm³／日以上 
 

7 

石油パイプライン又は 

石 油 貯 蔵 所 

の 設 置 又 は 変 更 

石油パイプライン： 
［設置］導管の長さが15km超（地下埋設部分を除く。） 
［延長］導管の延長が7.5km以上かつ延長後15km以上 
石油貯蔵所： 
［新設］貯蔵能力３万kl以上 
［増設（施設更新に該当するものを除く。）］ 

増加する貯蔵能力1.5万kl以上かつ増設後の貯蔵能力３万kl 
以上 

［施設更新］ 
・新たな施設の貯蔵能力３万kl以上（②に該当するものを除 
く。）   

・増加する貯蔵能力 1.5 万 kl 以上かつ施設更新後の貯蔵能 

力 3 万 kl 以上 

 

 

8 工場の設置又は変更 

製造業に係る工場又は事業場※： 
［新設］ 
①敷地面積9000㎡以上 
②建築面積3000㎡以上 

［増設（施設更新に該当するものを除く。）］ 
①増加する敷地面積4500㎡以上かつ増設後の敷地面積9000㎡ 
 以上 
②増加する建築面積1500㎡以上かつ増設後の建築面積3000㎡ 
 以上 

［施設更新］ 
①既存の施設の全部を除却する場合で新たな工場の敷地面積
9000㎡以上 

②既存の施設の一部を除却する場合で増加する敷地面積4500
㎡以上かつ施設更新後の敷地面積9000㎡以上 

③新たな施設の建築面積3000㎡以上（④に該当するものを除
く。） 

④増加する建築面積1500㎡以上かつ施設更新後の建築面積
3000㎡以上 

※大気汚染防止法のばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、

特定粉じん発生施設、水質汚濁防止法・騒音規制法・振動

規制法の特定施設を有するもの。 

製造業に係る工場又は事業場※： 
［新設］ 

①敷地面積 18000 ㎡以上 
②建築面積 6000 ㎡以上 

［増設（施設更新に該当するものを除
く。）］ 
  ①増加する敷地面積 9000 ㎡以上かつ 
   増設後の敷地面積 18000 ㎡以上 

②増加する建築面積 3000 ㎡以上かつ 
増設後の建築面積 6000 ㎡以上 

［施設更新］ 
①既存の施設の全部を除却する場合で 
 新たな工場の敷地面積 18000 ㎡以上 
②既存の施設の一部を除却する場合で増

加する敷地面積 9000 ㎡以上かつ施設更
新後の敷地面積 18000 ㎡以上 

③新たな施設の建築面積 6000 ㎡以上 
（④に該当するものを除く。） 

④増加する建築面積 3000 ㎡以上かつ 
施設更新後の建築面積 6000 ㎡以上 

※（同左） 

9 
終 末 処 理 場 の 

設 置 又 は 変 更 

［新設］ 

①敷地面積５ha 以上 

②汚泥処理能力（固形物量）100t／日以上 

［増設（施設更新に該当するものを除く。）］ 

①増加する敷地面積 2.5ha 以上かつ増設後の敷地面積５ha 

 以上 

②増加する汚泥処理能力 50t／日以上かつ増設後の処理能力 

 100t／日以上 

 

 

 

［施設更新］ 

①既存の施設の全部を除却する場合で新たな終末処理場の 

 敷地面積５ha 以上 

②既存の施設の一部を除却する場合で増加する敷地面積 

 2.5ha 以上かつ施設更新後の敷地面積５ha 以上 

③新たな施設の施工区域面積５ha 以上 

④新たな施設の汚泥処理能力 100t／日以上（⑤に該当する

ものを除く。） 

⑤増加する汚泥処理能力 50t／日以上かつ施設更新後の汚泥

処理能力 100t／日以上 

 

 

［新設］ 

①敷地面積 10ha 以上 

②汚泥処理能力（固形物量）200t／日以

上 

［増設（施設更新に該当するものを除

く。）］ 

①増加する敷地面積５ha 以上かつ  

 増設後の敷地面積 10ha 以上 

②増加する汚泥処理能力 100t ／ 

日以上かつ増設後の処理能力 200t／日

以上 

［施設更新］ 

①既存の施設の全部を除却する場合で新 

 たな終末処理場の敷地面積 10ha 以上 

②既存の施設の一部を除却する場合で増 

 加する敷地面積 5ha 以上かつ施設更新 

 後の敷地面積 10ha 以上 

③新たな施設の施工区域面積 10ha 以上 

④新たな施設の汚泥処理能力 200t／日以 

 上（⑤に該当するものを除く。 

⑤増加する汚泥処理能力 100t／日以上か 

 つ施設更新後の汚泥処理能力 200t／日 

 以上 



－ 33 － - 32 - 

第第２２－－1122 表表  環環境境影影響響評評価価対対象象事事業業（（条条例例対対象象））  

対象事業の種類 対象事業の要件（内容・規模）の概要 
個別計画の要件 

（内容・規模）の概要 

１ 
道 路 の 新 設 

又 は 改 築 

高速自動車国道・自動車専用道路： 
［新設］全て 
［改築］長さ１km以上※1 

・車線数の増加 
・新たに道路を設けるもの 

 ・道路の地下移設、高架移設その他の移設 
・高架の道路又は橋りょうの施設更新 
（橋脚、橋台又は桁の除却を伴う場合に限る。） 

その他の道路（４車線以上）： 
［新設］長さ1km以上※1 
［改築］（車線数の増加等）長さ１km以上※1,2 

※1 新設又は改築する区間の長さが1km未満でも対象事業 
 の一部又は延長として実施するものは対象とする。 

※2 その他の道路の改築は、改築の結果、４車線以上にな 
 るものを含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の道路（４車線以上）： 
［新設］長さ２km以上 
［改築］（車線数の増加等） 

長さ２km以上※2 
 
※2 その他の道路の改築は、改築の結果、

４車線以上になるものを含む。 

2 

ダム、湖沼水位調節 

施設、放水路、堰の 

新 築 又 は 改 築 

ダ ム：［新築］高さ 15ｍ以上かつ湛水面積 75ha 以上 

 堰  ：［新築］湛水面積 75ha 以上 

［改築］増加湛水面積 37.5ha 以上かつ改築後湛水 

面積 75ha 以上 

湖沼水位調節施設：［新築］面積 75ha 以上 

放 水 路：［新築］河川区域幅 30ｍ以上かつ長さ１㎞以上又

は 75ha 以上の土地の形状を変更するもの 

放水路：〔新築〕河川区域幅 30ｍ以上かつ

長さ２㎞以上  

 

3 

鉄 道 、 軌 道 又 は 

モノレールの建設又は

改 良 

鉄道（専用鉄道を含む。）・軌道・モノレール： 

［建設］全て 
［改良］長さ１km以上※ 

・本線路の増設 
・本線路の地下移設、高架移設、その他の移設 
・高架の本線路又は橋りょうの施設更新（橋脚、 

橋台又は桁の除却を伴う場合に限る。） 
 

※改良する区間の長さが１km 未満でも対象事業の一部又は

延長として実施するものは対象とする。 

鉄道（専用鉄道を含む。）・軌道・モノレ
ール： 
［建設］新幹線鉄道を除く全て 
［改良］（本線路の増設等）長さ２km 以

上（新幹線に係る改良を除く。） 

 

 

 

 

4 飛行場の設置又は変更 

陸上空港等・陸上ヘリポート： 
［新設］全て 
［施設更新］全て（既存の施設の全部を除却する場合に 

限る。） 
滑走路： 
［新設・位置の変更］全て 
［延長］等級の変更を伴うもの等 

陸上空港等・陸上ヘリポート： 
［新設］全て 
［施設更新］全て（既存の施設の全部を除却

する場合に限る。） 
滑走路： 
［新設・位置の変更］全て 

5 
発電所又は送電線路 

の 設 置 又 は 変 更 

発電所： 
［新設］ 

火 力 11.25万kW以上 
水 力 2.25万kW以上 
地 熱 7500kW以上 
原子力 全て 

［増設（施設更新に該当するものを除く。）］ 
火 力 増加する出力5.625万kW以上かつ増設後出力11.25 

万kW以上 
水 力 増加する出力1.125万kW以上かつ増設後出力2.25 

万kW以上 
地 熱 増加する出力3750kW以上かつ増設後出力7500kW以 
    上 
原子力 全て 

［施設更新］ 
火 力 ①新たな施設の出力11.25万kW以上（②に該当するも 

のを除く。） 
②増加する出力5.625万kW以上かつ施設更新後の出力 
11.25万kW以上 

水 力 ①新たな施設の出力2.25万kW以上（②に該当するも 
のを除く。） 
②増加する出力1.125万kW以上かつ施設更新後の出力 
2.25万kW以上 

地 熱 ①新たな施設の出力7500kW以上（②に該当するもの 
を除く。） 
②増加する出力3750kW以上かつ施設更新後の出力
7500kW以上 

送電線路： 
［新設・延長・昇圧・移設※1・施設更新※2］ 

電圧17万V以上かつ長さ１km以上 
※1 鉄塔の移設を伴う場合に限る。 
※2 鉄塔の除却を伴う場合に限る。 
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対象事業の種類 対象事業の要件（内容・規模）の概要 

個別計画の要件 

（内容・規模）の概要 

 

6 
ガス製造所の設置又は

変 更 

［設置］製造能力 150 万 Nm³／日以上 
［増設］増加する製造能力 75 万 Nm³／日以上かつ増設後の製

造能力 150 万 Nm³／日以上 
 

7 

石油パイプライン又は 

石 油 貯 蔵 所 

の 設 置 又 は 変 更 

石油パイプライン： 
［設置］導管の長さが15km超（地下埋設部分を除く。） 
［延長］導管の延長が7.5km以上かつ延長後15km以上 
石油貯蔵所： 
［新設］貯蔵能力３万kl以上 
［増設（施設更新に該当するものを除く。）］ 

増加する貯蔵能力1.5万kl以上かつ増設後の貯蔵能力３万kl 
以上 

［施設更新］ 
・新たな施設の貯蔵能力３万kl以上（②に該当するものを除 
く。）   

・増加する貯蔵能力 1.5 万 kl 以上かつ施設更新後の貯蔵能 

力 3 万 kl 以上 

 

 

8 工場の設置又は変更 

製造業に係る工場又は事業場※： 
［新設］ 
①敷地面積9000㎡以上 
②建築面積3000㎡以上 

［増設（施設更新に該当するものを除く。）］ 
①増加する敷地面積4500㎡以上かつ増設後の敷地面積9000㎡ 
 以上 
②増加する建築面積1500㎡以上かつ増設後の建築面積3000㎡ 
 以上 

［施設更新］ 
①既存の施設の全部を除却する場合で新たな工場の敷地面積
9000㎡以上 

②既存の施設の一部を除却する場合で増加する敷地面積4500
㎡以上かつ施設更新後の敷地面積9000㎡以上 

③新たな施設の建築面積3000㎡以上（④に該当するものを除
く。） 

④増加する建築面積1500㎡以上かつ施設更新後の建築面積
3000㎡以上 

※大気汚染防止法のばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、

特定粉じん発生施設、水質汚濁防止法・騒音規制法・振動

規制法の特定施設を有するもの。 

製造業に係る工場又は事業場※： 
［新設］ 

①敷地面積 18000 ㎡以上 
②建築面積 6000 ㎡以上 

［増設（施設更新に該当するものを除
く。）］ 
  ①増加する敷地面積 9000 ㎡以上かつ 
   増設後の敷地面積 18000 ㎡以上 

②増加する建築面積 3000 ㎡以上かつ 
増設後の建築面積 6000 ㎡以上 

［施設更新］ 
①既存の施設の全部を除却する場合で 
 新たな工場の敷地面積 18000 ㎡以上 
②既存の施設の一部を除却する場合で増

加する敷地面積 9000 ㎡以上かつ施設更
新後の敷地面積 18000 ㎡以上 

③新たな施設の建築面積 6000 ㎡以上 
（④に該当するものを除く。） 

④増加する建築面積 3000 ㎡以上かつ 
施設更新後の建築面積 6000 ㎡以上 

※（同左） 

9 
終 末 処 理 場 の 

設 置 又 は 変 更 

［新設］ 

①敷地面積５ha 以上 

②汚泥処理能力（固形物量）100t／日以上 

［増設（施設更新に該当するものを除く。）］ 

①増加する敷地面積 2.5ha 以上かつ増設後の敷地面積５ha 

 以上 

②増加する汚泥処理能力 50t／日以上かつ増設後の処理能力 

 100t／日以上 

 

 

 

［施設更新］ 

①既存の施設の全部を除却する場合で新たな終末処理場の 

 敷地面積５ha 以上 

②既存の施設の一部を除却する場合で増加する敷地面積 

 2.5ha 以上かつ施設更新後の敷地面積５ha 以上 

③新たな施設の施工区域面積５ha 以上 

④新たな施設の汚泥処理能力 100t／日以上（⑤に該当する

ものを除く。） 

⑤増加する汚泥処理能力 50t／日以上かつ施設更新後の汚泥

処理能力 100t／日以上 

 

 

［新設］ 

①敷地面積 10ha 以上 

②汚泥処理能力（固形物量）200t／日以

上 

［増設（施設更新に該当するものを除

く。）］ 

①増加する敷地面積５ha 以上かつ  

 増設後の敷地面積 10ha 以上 

②増加する汚泥処理能力 100t ／ 

日以上かつ増設後の処理能力 200t／日

以上 

［施設更新］ 

①既存の施設の全部を除却する場合で新 

 たな終末処理場の敷地面積 10ha 以上 

②既存の施設の一部を除却する場合で増 

 加する敷地面積 5ha 以上かつ施設更新 

 後の敷地面積 10ha 以上 

③新たな施設の施工区域面積 10ha 以上 

④新たな施設の汚泥処理能力 200t／日以 

 上（⑤に該当するものを除く。 

⑤増加する汚泥処理能力 100t／日以上か 

 つ施設更新後の汚泥処理能力 200t／日 

 以上 
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対象事業の種類 対象事業の要件（内容・規模）の概要 
個別計画の要件 

（内容・規模）の概要 

10 
廃 棄 物 処 理 施 設 の 

設 置 又 は 変 更 

ごみ処理施設： 

［新設］施設の種類ごとの処理能力 200t／日以上 

［増設（施設更新に該当するものを除く。）］ 

増加する施設の種類ごとの処理能力 100t／日以上かつ増

設後の処理能力 200t／日以上 

［施設更新］ 

①新たな施設の種類ごとの処理能力 200t／日以上（②に該

当するものを除く。）

②増加する施設の種類ごとの処理能力 100t／日以上かつ

施設更新後の処理能力 200t／日以上

し尿処理施設： 

［新設］処理能力 100kl／日以上 

［増設（施設更新に該当するものを除く。）］ 

増加する処理能力 50kl／日以上かつ増設後の処理能力

100kl／日以上 

［施設更新］ 

①新たな施設の処理能力 100kl／日以上（②に該当するも

のを除く。）

②増加する処理能力 50kl／日以上かつ施設更新後の処理能

力 100kl／日以上

陸上最終処分場：

［設置］埋立面積１ha 以上又は埋立容量５万㎥以上（特定

有害産業廃棄物については埋立面積 1000 ㎡以上） 

［増設］増加する埋立面積 5000 ㎡以上かつ増設後の面積１

ha 以上又は増加する埋立容量 2.5 万㎥以上かつ増設

後の容量５万㎥以上（特定有害産業廃棄物について

は増加する埋立面積 500 ㎡以上かつ増設後の面積

1000 ㎡以上） 

産業廃棄物の中間処理施設： 

［新設］ 

①敷地面積 9000 ㎡以上

②建築面積 3000 ㎡以上

［増設（施設更新に該当するものを除く。）］ 

①増加する敷地面積 4500 ㎡以上かつ増設後の敷地面積

9000 ㎡以上

②増加する建築面積 1500 ㎡以上かつ増設後の建築面積

3000 ㎡以上

［施設更新］ 

①既存の施設の全部を除却する場合で新たな中間処理施設

の用に供する敷地面積 9000 ㎡以上

②既存の施設の一部を除却する場合で増加する敷地面積

4500 ㎡以上かつ施設更新後の敷地面積 9000 ㎡以上

③新たな施設の建築面積 3000 ㎡以上（④に該当するもの

を除く。）

④増加する建築面積 1500 ㎡以上かつ施設更新後の建築面

積 3000 ㎡以上

11 埋 立 て 又 は 干 拓 15ha 以上 30ha 以上 

12 ふ 頭 の 設 置 係船岸の水深 12ｍ以上かつ長さ 240ｍ以上 係船岸の水深 15ｍ以上かつ長さ 480ｍ以上 

13 住 宅 団 地 の 設 置 1,500 戸以上 3,000 戸以上 

14 高 層 建 築 物 の 設 置 

［新築］高さ 100m 超（階段室、昇降機塔等を含む。）かつ

延べ面積 10 万㎡超（駐車場面積を含む。）※ 

［施設更新］新たな建築物の高さ 100m 超（同上）かつ延べ

面積 10 万㎡超（同上）※ 

※特定の地域については、高さ 180m 超（同上）かつ延べ

面積 15 万㎡超（同上）
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対象事業の種類 対象事業の要件（内容・規模）の概要
個別計画の要件

（内容・規模）の概要

15
自 動 車 駐 車 場 の

設 置 又 は 変 更

路面外に設置する駐車場（臨時に設置するものを除く。）：

［新設］同時駐車能力 1000 台以上（住宅の居住者用を

除く。）

［増設（施設更新に該当するものを除く。）］

増加する駐車能力 500 台以上かつ増設後の駐車能力 1000

台以上（同上）

［施設更新］

①新たな駐車場の駐車能力 1000 台以上（同上）（②に該

当するものを除く。）

②増加する駐車能力 500 台以上かつ施設更新後の駐車能力

1000 台以上（同上）

路面外に設置する駐車場（臨時に設置する

ものを除く。）：

［新設］同時駐車能力 2000 台以上

（住宅の居住者用を除く。）

［増設（施設更新に該当するものを除

く。）］

増加する駐車能力 1000 台以上かつ増設

後の駐車能力 2000 台以上（同上）

［施設更新］

①新たな駐車場の駐車能力 2000 台以上

（同上）（②に該当するものを除く。）

②増加する駐車能力 1000 台以上かつ施設

更新後の駐車能力 2000 台以上（同上）

16
卸 売 市 場 の 設 置

又 は 変 更

［新設］敷地面積 10ha 以上

［増設（施設更新に該当するものを除く。）］

増加する敷地面積 5ha 以上かつ増設後敷地面積 10ha 以

上

［施設更新］

①既存の施設の全部を除却する場合で、新たな卸売市場の

敷地面積 10ha 以上

②既存の施設の一部を除却する場合で、増加する敷地面積

5ha 以上かつ施設更新後の敷地面積 10ha 以上

③新たな施設の施工区域面積 10ha 以上

［新設］敷地面積 20ha 以上

［増設（施設更新に該当するものを除

く。）］

増加する敷地面積 10ha 以上かつ増設後

敷地面積 20ha 以上

［施設更新］

①既存の施設の全部を除却する場合で、

新たな卸売市場の敷地面積 20ha 以上

②既存の施設の一部を除却する場合で、

増加する敷地面積 10ha 以上かつ施設

更新後の敷地面積 20ha 以上

③新たな施設の施工区域面積 20ha 以上

17 流通業務団地造成事業 全て 全て

18 土 地 区 画 整 理 事 業 40ha 以上（樹林地等を 15ha 以上含む場合は 20ha 以上）
80ha 以上（樹林地等を 30ha 以上含む場合

は 40ha 以上）

19 新住宅市街地開発事業 40ha 以上

20 工 業 団 地 造 成 事 業 全て 全て

21 市 街 地 再 開 発 事 業 20ha 以上 40ha 以上

22 新都市基盤整備事業 全て 全て

23 住 宅 街 区 整 備 事 業 20ha 以上 40ha 以上

24
第二種特定工作物の

設 置 又 は 変 更

［新設］事業区域面積 40ha 以上（樹林地等を 15ha 以上含む

場合は 20ha 以上）

［増設（施設更新に該当するものを除く。）］

増加する事業区域面積が 20ha 以上かつ増設後の面積

40ha 以上（樹林地等を 7.5ha 以上含む場合は増加する事

業区域面積が 10ha 以上）

［施設更新］

①新たな第二種特定工作物の事業区域面積 40ha 以上（樹

林地等を 15ha 以上含む場合は 20ha 以上）（②に該当

するものを除く。）

②増加する事業区域面積 20ha 以上かつ施設更新後の面積

40ha 以上（樹林地等を 7.5ha 以上含む場合は増加する

面積 10ha 以上）

［新設］事業区域面積 80ha 以上（樹林地

等を 30ha 以上含む場合は 40ha 以上）

［増設（施設更新に該当するものを除

く。）］

増加する事業区域面積が 40ha 以

上かつ増設後の面積 80ha 以上（樹林地

等を 15ha 以上含む場合は増加する事業

区域面積が 20ha 以上）

［施設更新］

①新たな第二種特定工作物の事業区域面

積 80ha 以上（樹林地等を 30ha 以上含

む場合は 40ha 以上）（②に該当する

ものを除く。）

②増加する事業区域面積 40ha 以上かつ

施設更新後の面積 80ha 以上（樹林地

等を 15ha 以上含む場合は増加する面

積 20ha 以上）

25 建築物用の土地の造成 40ha 以上（樹林地等を 15ha 以上含む場合は 20ha 以上）
80ha 以上（樹林地等を 30ha 以上含む場合

は 40ha 以上）

26
土 石 の 採 取 又 は

鉱 物 の 掘 採
10ha 以上

（注） 上記の表中、「対象事業」は事業段階環境評価の要件を、「個別計画」は計画段階影響評価の要件を示しています。

平成 30 年の条例改正により、新たに「施設更新」が定義され、規模要件等が明確化されました（令和３年１月施行）。



－ 35 －- 34 -

対象事業の種類 対象事業の要件（内容・規模）の概要
個別計画の要件

（内容・規模）の概要

10
廃 棄 物 処 理 施 設 の

設 置 又 は 変 更

ごみ処理施設：

［新設］施設の種類ごとの処理能力 200t／日以上

［増設（施設更新に該当するものを除く。）］

増加する施設の種類ごとの処理能力 100t／日以上かつ増

設後の処理能力 200t／日以上

［施設更新］

①新たな施設の種類ごとの処理能力 200t／日以上（②に該

当するものを除く。）

②増加する施設の種類ごとの処理能力 100t／日以上かつ

施設更新後の処理能力 200t／日以上

し尿処理施設：

［新設］処理能力 100kl／日以上

［増設（施設更新に該当するものを除く。）］

増加する処理能力 50kl／日以上かつ増設後の処理能力

100kl／日以上

［施設更新］

①新たな施設の処理能力 100kl／日以上（②に該当するも

のを除く。）

②増加する処理能力 50kl／日以上かつ施設更新後の処理能

力 100kl／日以上

陸上最終処分場：

［設置］埋立面積１ha 以上又は埋立容量５万㎥以上（特定

有害産業廃棄物については埋立面積 1000 ㎡以上）

［増設］増加する埋立面積 5000 ㎡以上かつ増設後の面積１

ha 以上又は増加する埋立容量 2.5 万㎥以上かつ増設

後の容量５万㎥以上（特定有害産業廃棄物について

は増加する埋立面積 500 ㎡以上かつ増設後の面積

1000 ㎡以上）

産業廃棄物の中間処理施設：

［新設］

①敷地面積 9000 ㎡以上

②建築面積 3000 ㎡以上

［増設（施設更新に該当するものを除く。）］

①増加する敷地面積 4500 ㎡以上かつ増設後の敷地面積

9000 ㎡以上

②増加する建築面積 1500 ㎡以上かつ増設後の建築面積

3000 ㎡以上

［施設更新］

①既存の施設の全部を除却する場合で新たな中間処理施設

の用に供する敷地面積 9000 ㎡以上

②既存の施設の一部を除却する場合で増加する敷地面積

4500 ㎡以上かつ施設更新後の敷地面積 9000 ㎡以上

③新たな施設の建築面積 3000 ㎡以上（④に該当するもの

を除く。）

④増加する建築面積 1500 ㎡以上かつ施設更新後の建築面

積 3000 ㎡以上

11 埋 立 て 又 は 干 拓 15ha 以上 30ha 以上

12 ふ 頭 の 設 置 係船岸の水深 12ｍ以上かつ長さ 240ｍ以上 係船岸の水深 15ｍ以上かつ長さ 480ｍ以上

13 住 宅 団 地 の 設 置 1,500 戸以上 3,000 戸以上

14 高 層 建 築 物 の 設 置

［新築］高さ 100m 超（階段室、昇降機塔等を含む。）かつ

延べ面積 10 万㎡超（駐車場面積を含む。）※

［施設更新］新たな建築物の高さ 100m 超（同上）かつ延べ

面積 10 万㎡超（同上）※

※特定の地域については、高さ 180m 超（同上）かつ延べ

面積 15 万㎡超（同上）
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対象事業の種類 対象事業の要件（内容・規模）の概要 
個別計画の要件 

（内容・規模）の概要 

15 
自 動 車 駐 車 場 の 

設 置 又 は 変 更 

路面外に設置する駐車場（臨時に設置するものを除く。）： 

［新設］同時駐車能力 1000 台以上（住宅の居住者用を 

除く。） 

［増設（施設更新に該当するものを除く。）］ 

増加する駐車能力 500 台以上かつ増設後の駐車能力 1000

台以上（同上） 

［施設更新］ 

①新たな駐車場の駐車能力 1000 台以上（同上）（②に該

当するものを除く。）

②増加する駐車能力 500 台以上かつ施設更新後の駐車能力

1000 台以上（同上）

路面外に設置する駐車場（臨時に設置する

ものを除く。）： 

［新設］同時駐車能力 2000 台以上 

（住宅の居住者用を除く。） 

［増設（施設更新に該当するものを除

く。）］ 

増加する駐車能力 1000 台以上かつ増設

後の駐車能力 2000 台以上（同上） 

［施設更新］ 

①新たな駐車場の駐車能力 2000 台以上

（同上）（②に該当するものを除く。）

②増加する駐車能力 1000 台以上かつ施設

更新後の駐車能力 2000 台以上（同上）

16 
卸 売 市 場 の 設 置 

又 は 変 更 

［新設］敷地面積 10ha 以上 

［増設（施設更新に該当するものを除く。）］ 

増加する敷地面積 5ha 以上かつ増設後敷地面積 10ha 以 

  上 

［施設更新］ 

①既存の施設の全部を除却する場合で、新たな卸売市場の

敷地面積 10ha 以上

②既存の施設の一部を除却する場合で、増加する敷地面積

5ha 以上かつ施設更新後の敷地面積 10ha 以上

③新たな施設の施工区域面積 10ha 以上

［新設］敷地面積 20ha 以上 

［増設（施設更新に該当するものを除

く。）］ 

増加する敷地面積 10ha 以上かつ増設後

敷地面積 20ha 以上 

［施設更新］ 

①既存の施設の全部を除却する場合で、

新たな卸売市場の敷地面積 20ha 以上

②既存の施設の一部を除却する場合で、

増加する敷地面積 10ha 以上かつ施設

更新後の敷地面積 20ha 以上

③新たな施設の施工区域面積 20ha 以上

17 流通業務団地造成事業 全て 全て 

18 土 地 区 画 整 理 事 業 40ha 以上（樹林地等を 15ha 以上含む場合は 20ha 以上） 
80ha 以上（樹林地等を 30ha 以上含む場合

は 40ha 以上） 

19 新住宅市街地開発事業 40ha 以上 

20 工 業 団 地 造 成 事 業 全て 全て 

21 市 街 地 再 開 発 事 業 20ha 以上 40ha 以上 

22 新都市基盤整備事業 全て 全て 

23 住 宅 街 区 整 備 事 業 20ha 以上 40ha 以上 

24 
第二種特定工作物の 

設 置 又 は 変 更 

［新設］事業区域面積 40ha 以上（樹林地等を 15ha 以上含む

場合は 20ha 以上） 

［増設（施設更新に該当するものを除く。）］ 

増加する事業区域面積が 20ha 以上かつ増設後の面積

40ha 以上（樹林地等を 7.5ha 以上含む場合は増加する事

業区域面積が 10ha 以上） 

［施設更新］ 

①新たな第二種特定工作物の事業区域面積 40ha 以上（樹

林地等を 15ha 以上含む場合は 20ha 以上）（②に該当

するものを除く。）

②増加する事業区域面積 20ha 以上かつ施設更新後の面積

40ha 以上（樹林地等を 7.5ha 以上含む場合は増加する

面積 10ha 以上）

［新設］事業区域面積 80ha 以上（樹林地

等を 30ha 以上含む場合は 40ha 以上） 

［増設（施設更新に該当するものを除

く。）］ 

増加する事業区域面積が 40ha 以 

上かつ増設後の面積 80ha 以上（樹林地

等を 15ha 以上含む場合は増加する事業

区域面積が 20ha 以上） 

［施設更新］ 

①新たな第二種特定工作物の事業区域面

積 80ha 以上（樹林地等を 30ha 以上含

む場合は 40ha 以上）（②に該当する

ものを除く。）

②増加する事業区域面積 40ha 以上かつ

施設更新後の面積 80ha 以上（樹林地

等を 15ha 以上含む場合は増加する面

積 20ha 以上）

25 建築物用の土地の造成 40ha 以上（樹林地等を 15ha 以上含む場合は 20ha 以上） 
80ha 以上（樹林地等を 30ha 以上含む場合

は 40ha 以上） 

26 
土 石 の 採 取 又 は 

鉱 物 の 掘 採 
10ha 以上 

（注） 上記の表中、「対象事業」は事業段階環境評価の要件を、「個別計画」は計画段階影響評価の要件を示しています。 

平成 30 年の条例改正により、新たに「施設更新」が定義され、規模要件等が明確化されました（令和３年１月施行）。 
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「都市づくりのグランドデザイン」について 

策定の背景 

東京は、今後、世界のどの都市も経験したことのない少子高齢・人口減

少社会を迎えることが想定されております。また、社会経済情勢の大きな

変化、幅広い分野の技術革新が見込まれるほか、交通・物流機能の改善に

より、人やモノの流れがより広域化することや、ライフスタイルの一層の

多様化も想定されております。こうした大きな社会変化に対応できる都市

として、持続的に発展していくため、「都市づくりのグランドデザイン」

（図-1）を平成 29（2017)年 9 月に策定し、2040 年代を目標年次とした目

指すべき東京の都市の姿とその実現に向けた都市づくりの基本的な方針と

具体的な方策を示しました。 

 主な内容 

2040 年代の社会状況や都民の活動イメージ、世界や

日本における東京が果たすべき役割を基に、東京が持

続的な発展を実現していくため、都市づくりの目標を

「活力とゆとりのある高度成熟都市」と設定しました。 

また、広域レベルと地域レベルの二層の都市構造

（図-2）を示すとともに、広域的な一定の圏域ごと

の将来イメージを 4 つの地域区分、日本と東京の活

力をけん引して行く 2 つのエンジンゾーン（図-3）

を設定しました。 

それらを踏まえ、目指すべき東京の都市の姿の実現

に向け、分野を横断する都市づくりの 7 つの戦略を

設定し、先進的な都市づくりをしていくとしています。 

＜トピック＞ 

《都市づくりの７つの戦略》 

①持続的な成長を生み、活力にあふれる拠点を形成

②人・モノ・情報の自由自在な交流を実現

③災害リスクと環境問題に立ち向かう都市の構築

④あらゆる人々の暮らしの場の提供

⑤利便性の高い生活の実現と多様なコミュニティの創出

⑥四季折々の美しい緑と水を編み込んだ都市の構築

⑦芸術・文化・スポーツによる新たな魅力を創出

（図-3）地域区分とエンジンゾーン 

（戦略 1 の将来のイメージの一端） 

国際的なビジネス活動が繰り広げられている区部中心部 

（戦略 2 の将来のイメージの一端） 

道路空間が再編されゆとりやにぎわいが生み出され

た区部周辺部や多摩地域 

（図-1）都市づくりの 

グランドデザイン 

（図-2）広域レベルの都市構造 
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第第３３章章 都都 市市 計計 画画

第第１１節節 土土地地利利用用計計画画

１１ 都都市市計計画画区区域域

都市計画区域とは、都市計画の対象となる土地の範囲であり、都市計画の樹立に際して、最初に

指定されるものです。

都市計画区域は、現在及び将来にわたり社会、経済、交通等が有機的に一体となって、円滑な都

市活動が営まれる範囲を包含するものであり、都市発展の状況に応じて、都市の施設を配置する区

域です。

参参照照：：第第３３－－１１表表 都都市市計計画画区区域域（（114422 ペペーージジ））

２２ 都都市市計計画画区区域域ママススタターーププラランン及及びび地地域域地地区区

「都市計画区域マスタープラン」は、「都市計画の目標」、「区域区分の決定の有無及び方針」

及び「主要な都市計画の決定の方針」を定め、これらを踏まえて個別の都市計画を定めることによ

り、目指すべき都市の将来像を実現するものです。

また、地域地区は、都市計画区域マスタープランとともに土地利用計画の基本となるもので、過

去から現在にわたる土地利用の動向及び将来の見通しを踏まえ、望ましい市街地像への誘導を図り、

快適な都市環境、合理的な都市構造等を確保しようとするものです。

なお、従前「市街化区域及び市街調整区域の整備、開発又は保全の方針」の内容の一部として定

められていた「区域区分」、「都市再開発方針」等に関しては、別の都市計画として定めることに

なりました。

東京都においては、昭和 45 年 12 月に市街化区域及び市街化調整区域の区域区分の決定、昭和

48 年に８種類の用途地域等の指定を行い、その後の社会経済情勢や住民意識の変化等を背景に、

昭和 56 年度に第１回目、平成元年度に第２回目の見直しを行ってきました。

さらに、地価の高騰や都心部等における夜間人口の減少などを背景に、平成４年６月に都市計画

法及び建築基準法の改正が行われ、住居系用途地域の細分化、特別用途地区制度の拡充などが行わ

れたのを機会に、平成８年５月に第３回目の見直しを行いました。

なお、多摩都市計画区域については、環境影響評価対象案件である土地区画整理事業と同時決定

のため、区域区分については平成９年８月に告示されました。

また、平成 13 年 10 月に策定された「東京の新しい都市づくりビジョン」、平成 15 年１月に施

行された「都市計画法及び建築基準法の一部改正」を受け、平成 16 年６月には、都内全域での区
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